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日　時　平成29年５月19日（金）9：30～10：30
場　所　千里ライフサイエンスセンター（豊中市）
出席者
　理　事　平野五十男（会長）
　　　　　栁澤　貞男（副会長・事務局長）
　　　　　三宅健一郎（副会長・広報局長）
　　　　　小川　嗣人（学術局長）
　　　　　佐藤　　功（情報管理局長）
　　　　　小田木宏江（財務局長）
　　　　　丹羽つとむ（保険局長）
　　　　　可知　謙三（統計・組織拡充部長）
　　　　　米谷　勝行（統計・組織拡充次長）
　　　　　津田　敏彦（学術局次長・教育部長）
　監　事　菊田　京一・大塚　正廣・中川　保
　相談役　倉石　健二（表彰選考委員長）
　　　　　猪野塚孝徳（特殊出版担当・障害者団体関連情報全般） 
　地方会執行委員長
　　　　　小路口 憲（北海道）
　　　　　菊池 武彦（東北）
　　　　　杉浦 幹雄（関東甲信越）
　　　　　蟹谷 泰郎（北陸）
　　　　　加藤 尚浩（中部）
　　　　　町井 修冶（近畿）
　　　　　川口 清宣（中国）
　　　　　石川 啓一（四国）
　　　　　西口 政男（九州）
　事務局　青柳 利之（事務局次長）
　　　　　杉浦 幹雄（公益法人推進部長）
　欠席者　木村 重人（理事）・大場 栄悦（相談役）

司　会　栁澤事務局長
　　　　代議員総会の議長に関して提案した
　　　い。本日は地方会執行委員長が全員出
　　　席なので地方会の事情も含めて報告い
　　　ただきたい。
１．各地方会の現状及び要望・意見等
　⑴北海道地方会（小路口）
　　１）地方会を預かっている立場として、
　　　　財政状況、会費値上げ（案）を受け、
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　　　　毎年交付金で開催している地方会と
　　　して、支出の削減を考え、何かやらな
　　　けばならないところにきていると考
　　　え、私案として地方学会を５年に１度
　　　とする。
　　２）地方会での手続きをスムーズに行え
　　　　るように代議員総会の議案書（広報）
　　　　を現状より１ヶ月位早く届けること
　　　　は出来ないのか。
　　３）新年度の会計クラウドを、4 月 1 日
　　　　から地方会で入力できるようにはな
　　　　らないのか。
　⑵東北地方会（菊池）
　　１）会員数が 100 名を切り、このままで
　　　　いけば来年度以降の代議員定数が１
　　　　名になり、十分に発言が出来るよう
　　　　な運営方法の検討、地方会において
　　　　も、代議員が一人で十分に発言でき
　　　　る方法を検討する気持ちになっている。
　　２）東北では毎年、地方学会を行ってお
　　　　り、来年度以降の学会に交付金が出
　　　　るのか話題になっている。また、複
　　　　数支部で会員減少が進み、秋田・岩
　　　　手県支部の統合など厳しい状況下
　　　　で、持ち回りが可能か等、切実な状
　　　　況になっている。
　　　　毎年行ってきた学会を継続するのは
　　　　難しく、検討しなければならない意
　　　　見が多数となってきているが、反面、
　　　　個人的には、毎年行ってきた学会を
　　　　何らかの形で維持したいという強い
　　　　気持ちがあり、全国的な地方学会の
　　　　在り方も含めて指針を出していただ
　　　　かないと安心して準備が出来ない。
　　３）各文書が送られてきて、申請書等々、
　　　　クラウドからダウンロードするよう
　　　　になっているが、間違いが見られ、
　　　　混乱した状況になっているので標記
　　　　を確認にして混乱の起こらないよう



－ 2 －

　　　　にしていただきたい。
　⑶関東甲信越地方会（杉浦）
　　　本部から地方会執行委員長に送られて
　　くる文書がすでに各支部長や代議員宛に
　　送れているものかがわからないので、転
　　送しなければならないのか判断に迷うの
　　で、どこに届いているのか明確にわかる
　　ようにしていただきたい。
　⑷北陸地方会（蟹谷）
　　１）会員クラウドが見られるようになり、
　　　　入退会者の確認が出来るようになっ
　　　　た。
　　２）管理クラウドの項目に会費未納者を
　　　　加えてみてはと思う。
　⑸中部地表会（加藤）
　　１）平成 28 年度の決算の提出に関し
　　　　て、会長と財務局長の連名で公文書
　　　　が届き、ちょっと早めにと記載され
　　　　ていたが、もう少し本部の役員同士
　　　　で連絡していただきたいのと間違い
　　　　であれば担当の理事から連絡してい
　　　　ただきたい。
　　２）昨年度もお願いしたが、会費値上げ
　　　　を少しでも抑制するために、会費未
　　　　納者リストを地方会執行委員長、支
　　　　部長に連絡してほしい。それにより、
　　　　研修会などを通じて協力出来ること
　　　　を行いたいので、出来れば四半期ご
　　　　とに地方会及び支部に連絡していた
　　　　だきたい。
　　３） JCB の加入に関して、一年に 1 ～ 2
　　　　回、申込用紙を未加入者に出せば、
　　　　もう少し増えるのではと思っている。
　　４）所属支部より会費値上げをした場合、
　　　　手厳しい意見をいただき、アンケー
　　　　ト結果でも若い会員が非常に少な
　　　　かったので、若い会員を増やす事業
　　　　を本部で援助して行い活性化を図っ
　　　　てほしい。
　　５）地方執行委員長、支部長に送られて
　　　　くる理療は経費節減のために、本部

　　　　と連絡をとって送るようにしてはい
　　　　かがか。
　⑹近畿地方会（町井）
　　１）定款変更で、組織が小さくなって、
　　　　地方会でやるようになり、支部の弱
　　　　体化が進み、地方会役員の業務量が
　　　　増えて大変になり、支部での役員活
　　　　動がなくなり、極端な例では事務局
　　　　だけあればよいとか、他の支部と統
　　　　合するといったような事態が生じて
　　　　おり、役員組織が弱くなっている。
　　２）地方会執行委員長、支部長に送られ
　　　　てくる理療は、入会の問い合わせな
　　　　どに使っており、無駄ではなく意義
　　　　があると思う。
　⑺中国地方会（川口）
　　１）会費値上げ以前に会員の思いやニー
　　　　ズを考えれば方向性が見えてくるの
　　　　で、視点をしっかりして望んでいた
　　　　だきたい。
　　２）各地方学会の運営は大変だと思うが、
　　　　いずれは課題講習会と同じように　
　　　　やっていくしかないと思うが、急に
　　　　行うのではなく、時間をかけてやら
　　　　ないと会員離れになるので、徐々に
　　　　補助金を削減して行うことがよいと
　　　　思う。また、地方で一人一人の会員
　　　　と話すことにより教えられることが
　　　　多く、懇談会形式で行えばよい。
　⑻四国地方会（石川）
　　　会費の値上げが一番の話題になってお
　　り、値上げをしないことには協会の運営
　　が成り立たないということを個人的に聞
　　いているのは、エビデンスとクラウドの
　　システムに係る費用なので、永続的なも
　　のではなく、臨時徴収といったものなの
　　で、四国では値上げすれば退会者が増え
　　ることが懸念され、課題講習会の会員
　　外の受講者を増やすといった意見等もあ
　　り、会員を増やすことを考えることが大
　　事である。 
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　⑼九州地方会（西口）
　　　会員が少しずつ減っており、再来年に
　　全国学会開催を鹿児島で予定していて、
　　九州がまとまるように調整したい。また、
　　会員が減る都度、会費値上げを行わない
　　方向でとの要望がある。
２．本部答弁・質疑
　栁　澤　各地方会から意見を出していただ
　　　　　いたが、各部局で答弁できるとこ
　　　　　ろがあればお願いしたい。
　小田木　・事務的になるが、クラウドの新
　　　　　　年度の入力を４月１日から出来
　　　　　　るようにとの要望があったが、
　　　　　　３月 31 日から決算処理を行い、
　　　　　　監査を受けて会計諸表が送られ
　　　　　　てからでないと年次更新が出来
　　　　　　ないので無理である。
　　　　　・クラウドのケースファイルの件
　　　　　　について、文書とクラウドの提
　　　　　　出期限が間違っていた件につい
　　　　　　て、クラウドの方を訂正してい
　　　　　　なかったり、年次更新でシート
　　　　　　毎に分かれていて、わかりにく
　　　　　　いところがあり謝罪する。
　　　　　・ダウンロードするようになって
　　　　　　いて、開いてみると表は今年度
　　　　　　になっているが裏面が昨年度の
　　　　　　ままで、指示が混乱した状況に
　　　　　　なっている件については、その
　　　　　　日より、時々、日にちのずれが
　　　　　　あるので考慮していただきた
　　　　　　い。
　　　　　・会費請求について四半期毎に出
　　　　　　してほしいとの要望だが、特に
　　　　　　一期に関しては業務量が多く、
　　　　　　大変な作業となり、事務および
　　　　　　人員のこともあり検討したい。
　栁　澤　・HP からダウンロードする文書
　　　　　　については、今一度、事務局の
　　　　　　方で確認したい。
　平  野　・定款改正後、組織が弱くなって

　　　　　　いることに関しては、全国の会
　　　　　　員が減少していることもあり一    
　　　　　　概にはいえないと思っており、
　　　　　　様子を見ていきたい。
　三　宅　・次回より早期に出せるように努
　　　　　　力する。
　佐　藤  ・会員管理クラウドで会費未納者
　　　　　　の項目を作ってほしいとの要望
　　　　　　ですが、システム改変が必要で
　　　　　　あり、作業時間をいただき今年
　　　　　　度中に対応出来るよう頑張りた
　　　　　　い。
　　　　　・未納者リストを出来れば四半期
　　　　　　毎にとの要望だが、私だけの問
　　　　　　題だけで無く個人情報等の問題
　　　　　　もあるが、なるべく期待に添う
　　　　　　ようにしたい。
　　　　　・JCB 勧誘促進に関しては、対象
　　　　　　者等本部で検討したい。
　杉　浦　・町井発言で支部活動が衰えてい
　　　　　　る感じがする。公益社団の定款
　　　　　　改正時に関東と近畿で地方会の
　　　　　　在り方で大分違いがあった。関
　　　　　　東は年２回ほど支部長が連携を
　　　　　　確認するだけで、近畿は当時よ
　　　　　　りひとつの大きな支部のように
　　　　　　行っていて、かなり違いがあっ
　　　　　　た。今回、組織論に関して議論
　　　　　　はしないが、地方会中心で行う
　　　　　　と支部の活動が衰えてしまうこ
　　　　　　とがあるとの認識を持った。
　可  知　・今まで、近畿は組織がしっかり
　　　　　　して維持されているものとの認
　　　　　　識であったが認識不足であっ
　　　　　　た。近畿も支部数が多い支部で
　　　　　　あり、今まで個々の支部がしっ
　　　　　　かり活動してやってこられたと
　　　　　　思う。全体的には、特に若い会
　　　　　　員の活動が少なく、永年やって
　　　　　　きた会員が支えとなり、全体的
　　　　　　な活動力が低下し、単位を取る
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　　　　　　だけの会員が非常に多くなって
　　　　　　いる。基本的に若い動く会員が
　　　　　　入ってくれるような魅力作りを
　　　　　　検討する必要があり、支部執行
　　　　　　委員長にご高配をお願いしたい。
　町  井　・同じ定款、同じルールでやって
　　　　　　いるのに、地域によって違うこ
　　　　　　とが疑問であり今後、どのよう
　　　　　　にしていけば良いのか懸念して
　　　　　　いる。定款を読んで、定款通り
　　　　　　やらないといけないと思って
　　　　　　やった結果、支部活動が低下し
　　　　　　た。すごく心配しているので、
　　　　　　今後の方向性を出していただき
　　　　　　たいと思う。
　杉　浦　・定款を読むと地方会主体でやら
　　　　　　なければいけないとは書いては
　　　　　　ないと思うので、地方会と支部
　　　　　　で行う事業をどの程度の割合で
　　　　　　やるのか、今までの成り立ちを
　　　　　　考えて行っていけば良いと思っ
　　　　　　ている。関東では支部で行われ
　　　　　　ている課題講習会の方が主体
　　　　　　で、地方会は技能講習会と学会
　　　　　　で行っており、地方会と支部と
　　　　　　の裁量によるものと思ってい
　　　　　　て、定款にもそのように書かれ
　　　　　　ている。
　小路口　・組織改革ということで、公益の

　　　　　　改革が始まり、いろいろな経緯
　　　　　　があって無駄を削減し、組織を
　　　　　　スリム化することで、違った状
　　　　　　況になって温度差が出ていると
　　　　　　思うので本部で指導していただ
　　　　　　きたい。
　栁　澤　・定時代議員総会の議長について、
　　　　　　慣例で学会の前年度開催及び次
　　　　　　年度開催の地方会から議長、副
　　　　　　議長を選出しているが、今代議
　　　　　　員総会では、代議員定数が 23
　　　　　　名で、代議員１名の地方会は中
　　　　　　国・四国となり、今回の代議員
　　　　　　総会では、関東甲信越地方会が
　　　　　　定数６名の２名が議長、副議長
　　　　　　を出すことになっているので、
　　　　　　再考の必要があると考え、地方
　　　　　　会代表者のご意見をお聞きした
　　　　　　い。
　杉　浦　・東日本・西日本から 1 名ずつ出
　　　　　　してはどうか？今回のように関
　　　　　　東から２名選出されて辛いし、
　　　　　　出来れば１名にしてほしかっ
　　　　　　た。
　小路口　・規定では議長の選出はどうなっ
　　　　　　ているのか。
　栁　澤　・出席代議員の中から選出すると
　　　　　　なっている。（定款第4章第16条）
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１．日　時　平成29年5月19日（金）11：00～15：10
２．場　所　千里ライフサイエンスセンター（豊中市）
３．議長団選出　梅田 弘之 代議員
　　　　　　　　（関東甲信越地方会 神奈川県支部）
　　　　　　　　猿橋 寛弥 代議員
　　　　　　　　（関東甲信越地方会 茨城県支部）
　　書記任命　　倉石 健二 相談役
　　　　　　　　青柳 利之 事務局次長
４．総会成立確認　梅田議長から、定款 18 条
　　　により、代議員定数 23 名、出席代議
　　　員数 23 名で、第 58 回定時代議員総
　　　会の成立を宣言。栁澤事務局長よりオ
　　　ブザーバー６名の出席報告。
５．議　題
　第 1 号議案　平成 28 年度　事業報告
　中部会（加藤）　
　　　保険局要望活動報告の医療課への対応
　　で、消炎鎮痛処置の手技療法の独立した
　　評価に対して医療技術評価分科会へエビ
　　デンスを提出し評価を得る必要があると
　　記載されているが、状況と委員会への働
　　きをどのように行っているのか教えてい
　　ただきたい。また、来年度の同時改定に
　　エビデンスの提出は間に合うのか。
　丹羽保険局長　
　　　医療課に問い合わせ、牽引等による機
　　械器具と徒手は区別してあげているとの
　　回答で、徒手に関してエビデンスをあげ
　　てほしいとの要望で、協会が行っている
　　委託事業を持って行きたいと考えてい
　　る。また、エビデンスが出れば医療課以
　　外にも示す必要があり、他団体からも点
　　数引き上げの要望が出ているが上がって
　　いない。今後は、他団体ともタイアップ
　　して進めたいと考えているが、エビデン
　　スは、来年度の同時改定には間に合わな
　　い。また、協力いただいたアンケート調
　　査を持って各課へお願いに行っている
　　が、回収率がもっと高ければ強くアピー
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　　ルできた。
　関東甲信越会（等々力）　
　　　アンケート調査で働く、若い会員の将
　　来を考え、勤務先種別の年齢層構成を教
　　えていただきたい。
　可知統計・組織充実部長
　　　数の集計は出来たが、個別のデータは
　　入力中であり、分析はその後の作業とな
　　る。おおまかなことしか報告できないが、
　　病院勤務者が比較的高い年齢層で診療所
　　に若い会員がいる。病院関係では、公立
　　病院に勤める会員がかなり多く、病院勤
　　務者が 41% で年齢が高い、診療所・クリ
　　ニックが 31% で、病院勤務者は脳血管疾
　　患の点数がとれるので残っているのでは
   北海道（小路口）
　　　あはき師、柔整師がⅠ～Ⅲの施設ある
　　いは介護施設にいるが、技能講習会が平
　　成４年に始まって、認定登録制度が確立
　　されているが、認定登録者が診療報酬の
　　関係で就労しにくくなり増加傾向にあ
　　る。永年、はり師きゅう師も診療報酬算
　　定要員として要望されているが、取り上
　　げられていない。介護保険のはりの施術
　　が認められ、はり師、きゅう師の養成校
　　の新しいカリキュラムで理学療法が入っ
　　てきているのを聞いているので 30 年の
　　同時改定に向けてお願いしたい。
　平野会長
　　　協会本部としては、医療課に出向く時
　　には、はり師、きゅう師を認めていただ
　　きたいとお願いはしている。また、新カ
　　リキュラムに理学療法の項目が入ってき
　　ており、粘り強く要望を続けることによ
　　り、はり師、きゅう師の認定登録者がで
　　きるように努力していきたい。
　四国（石川）
　　　情報管理局に確認したい、協会ＨＰの
　　規定について文書で、協会員倫理規定第
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　　４条秘密の遵守の中で、「正当な報酬以
　　外を収受してはならないと記されている
　　が、公務員以外で、民間、自営の場合に
　　は、当てはまるのでは。代議員総会のオ
　　ブザーバー規定第 8 条旅費は支部、地方
　　会の会計から支出してはならないと記さ
　　れているが、本部から支出できると読め
　　るので、法人会計から支出してはならな
　　いとすべきでは。日本理学療法学会規程
　　第 7 条 2 項に学会抄録集は開催年の３月
　　末とあるが、私の手元に届いたのは４月
　　４日であった。期日を緩くしてはどうか。
　杉浦公益社団法人推進部長
　　　情報の規程については、協会で知り得
　　た秘密を守ることであり、協会での情報
　　の扱い方を規程しているものであり、個
　　人の職場でのことまで縛るものではない。
　小田木財務局長
　　　金品等の授受について、公益法人等と
　　しての規定である。
　四国（石川）
　　　この法人の会員は、理学療法業務を通
　　じてと書いている
　杉浦公益社団法人推進部長
　　　理学療法業務と書いてあるが、そこの
　　解釈については協会の内部以外のことに
　　関与しないと解釈することが可能であ
　　り、規程を変えなくても良いと考える。
　小田木財務局長
　　　オブザーバーの旅費は、公益法人会計
　　からは役員と代議員しか支出していない。
　　　ある時、協会本部から出なかったが、支
　　部交付金から支出しており、協会のお金は
　　どこにあっても同じという解釈である。
　小川学術局長　
　　学会開催地等に一生懸命努力していただ
　　いたが、期限に間に合わなかったことも
　　あるので理解いただきたい。
　四国（石川）
　　　期限をもう少し曖昧にされたらよいの
　　ではと思う、事情といわれてもこれはあ
　　くまでも規程なので。

　小川学術局長
　　　規程は十分遵守しなければならないこ
　　とはわかっており、今回の件も含めて対
　　応させていただきます。
　中部（日比野）
　　　私は整形外科に勤務していて、ほとんど
　　が運動器疾患対象であり、協会委託研究
　　の眼精疲労のマッサージについては、臨
　　床の場ではなじまないので眼精疲労を起
　　因とした頸肩腕症候群のマッサージとか手
　　技療法といったようにするのはいかがか。
　佐藤情報管理局長
　　　眼精疲労を目の疲労といったとらえ方
　　だけではなく、頸肩腕に与える影響も考
　　えられ、全体としてどのような影響を与
　　えるのか、学会で発表するので、もう少
　　し詳しくクリアーなことが聞けると思う
　　ので是非お聴き下さい。
　九州地方会（石本）
　　　運動器セラピスト研修会を受けた方が
　　入会出来るのか。
　栁澤事務局長
　　　あはき師、看護師、准看護師、柔道整
　　復師等の資格を持っていれば入会できる。
　平野会長
　　　栁澤副会長より説明があった資格を
　　持っていれば誰でも入会を希望すれば可
　　能。
　中部会（内田）
　　　マッサージ等の手技療法に関して、ア
　　ンケート調査で柔道整復師が多数いる
　　が、組み入れられていないので組み入れ
　　ていただきたい。
　丹羽保険局長
　　　要望していきたい。
　北海道（小路口）
　　　最近、理学療法士、作業療法士、言語
　　聴覚療法士が施設にかなりの数で就労す
　　ることが続き、特にⅠ・Ⅱの施設ではＰ
　　Ｔ・ＯＴが少ない時は良かったが、消炎、
　　鎮痛の点数が低いこともあって指示が出
　　なくなってきており、リハ料に包括して
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　　いる消炎鎮痛処置を 30 年の同時改定に
　　は包括リハビリから外すことを強く願う。
　丹羽保険局長
　　　要望はしているが、これからもしっか
　　りと要望していきたいと思う。
　近畿（野山）
　　　最近、大阪府支部も柔道整復師の入会
　　者が増える傾向に思われ、他の支部に比
　　べ柔道整復師が多い。手技療法の中の一
　　手技としてのマッサージに特化して、消
　　炎鎮痛をするのか、理学療法全体の手技
　　として、消炎鎮痛の中で独立していくの
　　かの議論が必要ではないか、ＰＴとの格
　　差是正も差異を埋める要望をしっかりし
　　ていくことが大事で、差異を埋める研修
　　を行って会員外の人よりも技術を持って
　　いることを証明していかないと。マッ
　　サージだけでいくのか、理学療法の手技
　　として全体として要望してい」くのか。
　平野会長
　　　今回の実態調査もこれからの方向性を
　　決めるのに行ったもので、最終的な集計
　　は 50％に満たなかったが、今の技能認
　　定登録制度を中心にこれからも進めてほ
　　しいが、圧倒的に多かったように思って
　　います。疾患別リハビリテーションで進
　　めていくべきだと思っています。もちろ
　　ん要望はしておきますが、どこかに主眼
　　をおかないと例えば厚労省に行って 3 つ
　　も４つも要望しても聞いていただけな
　　いので、ＰＴとの格差是正をお願いした
　　いと思っている。
　丹羽保険局長
　　　厚労省保険局医療課に要望事項とし
　　て、疾患別リハビリテーション料の格差
　　是正について、脳血管疾患等リハビリ
　　テーションⅢ及び廃用性症候群リハビ
　　リテーション料Ⅲ並びに運動器リハビリ
　　テーション料Ⅲの診療報酬を引き上げ、
　　ⅠとⅡの算定上の格差を是正していただ
　　きたい。脳血管疾患等リハビリテーショ
　　ン料ⅠにおいてⅢが算定できるように消

　　炎鎮痛のマッサージ等の手技療法を独立
　　させ診療報酬において一定の評価をして
　　ほしい、はり師、きゅう師を診療報酬算
　　定要員に加えていただくよう、平成 28
　　年度は 2 回ほど要望活動を行っている。
　　今後も引き続き要望していきたい。また、
　　いろいろなことにより各職場でどれだけ
　　良くなったのか結果を示すように厚労省
　　の各課り宿題をいただいているのでご協
　　力をお願いしたい。
　可知統計・組織充実部長
　　　協会の方向性の質問での会員実態調査
　　では約 4 割弱が現行の理学療法で行くこ
　　とを希望しており、２番目の設問で「現
　　行の認定登録制度の位置づけを確保しつ
　　つ、手技療法に軸足を移していってほし
　　い」と将来展望を希望する方がほぼ 5 割、
　　「今すぐに手技療法を」が１割で、設問
　　2 と 3 で６割を占めている。 
　　　平野会長が説明したように、現行の認
　　定登録制度での位置づけをしっかり確保
　　した上で、手技療法への移行を求めている
　　会員が6割を占めているのも無視できない
　　ので、今後は、その方向性を固めるこ
　　とが大事になってくる、また、柔道整復師
　　の手技を組み入れることも大事である。
　四国（石川）
　　　理学療法指導者講習会の受講者は地方
　　会単位との話があったが、今回 37 名が
　　参加されているが、各支部 1 名の参加で
　　良いのか。大体の定数を教えていただき
　　たい。
　小川学術局長
　　定員 40 名です。

（ 定数 23 名、 全会一致で承認 ）
第 2 号議案　平成 28 年度　収支決算報告及
び監査報告
　小田木財務局長　
　　　訂正をお願いします。平成 28 年度 計
　　算書類の最後の裏のページの中央ぐらい
　　の第 44 回中国四国学会 平成 25 年を平成
　　28 年に訂正。
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　中川監事
　　　理事等に監査報告書を送りましたが、
　　発行日が平成 28 年になっていたことを 
　　謝罪とともに訂正し、別紙監査報告書を
　　読み上げて報告。また、会計決算ファイ
　　ルの処理が期限までに出来てなかった
　　り、いろいろなミスが見られるので、各
　　地方会、支部においても、公益法人とし
　　ての業務遂行に責任を持ち、より一層、
　　努力、工夫を行うことで一致団結して協
　　会運営に協力をお願いしたい。
　近畿（原田）
　　　会計について、毎年、未収があるとい
　　うことで、その状況を説明していただき
　　たい。会員自身の自覚も必要だと思うが
　　各支部に連絡していただきたい。
　小田木財務局長
　　　未収金の金額は平成 28 年度 391 万１千
　　円で、現金として保有されているのが
　　415 万 6 千円で協会の収益金で資産にな
　　る、今まで未収金の公益になってからの
　　総合計の残高で、平成 28 年 3 月 31 日現
　　在 145 名は加わっていない。となる。１
　　ページに戻っていただき、前年度より
　　200 万円減っている。これは、以前にも
　　お話しましたが、公益になる前は各支部
　　何名でいくら納めますといったことで行
　　われており、個人管理ができていなかっ
　　た。それを調べ、分からないお金も少し
　　あったが、利益にならないお金をいつま
　　でも計上しておくのは公益法人の会計
　　上良くないと税理士の指導によって毎
　　年、未収金 200 万円を収益からはずし
　　ている。現在 391 万１千が計上されてい
　　る。どれくらいどの支部にあるのかとい
　　うことについては、広報のＰ 16 に３月
　　２日現在の会費納入状況が示されたが、
　　年度末になって退会者がはっきりして
　　きたり、退会したが会費未納になって
　　いたり、過去にＪＣＢに加入していた
　　ままやめている会員などきちんとした時
　　系列で集計ができていなかった。3 月 31

　　日現在、納入対象者 1716 名（退会者を
　　含む）納入者 1571 名で未納者 145 名　
　　正会員 1613 名　退会者 103 名　在籍者
　　1613 名となっている。
　中部（渡会）
　　　会費未納者にどのような働きかけをし
　　て請求されているのか、また、反応はい
　　かがか。
　小田木財務局長
　　　請求は当年度の未納者は、ボーナスが
　　出た後を見計らい、一回目８月に、年を
　　越して 1 月に２回目。過年度の未納者に
　　は 8 月に請求している。過年度会費が 25
　　年度 50 名 26 年度 49 名 27 年度 91 名合
　　計 190 名 380 万円が残っており、いろい
　　ろとやっているが 1 割強が何をしても返
　　答がない状況である。
　中部（加藤）
　　　未収会費が公益事業基金から出されて
　　いるが、基金から出してよいものか、欠
　　損の補填をどのようにして行われるの
　　か、まじめに払っていた会員がこのよう
　　に使われるのはよくないのではないか。
　　以前、中部地方会ではペナルティを導入
　　し、納金率を上げたことがあったが、今
　　後、もっと厳しく未収会費を減らすよう
　　に頑張っていただきたい。
　小田木財務局長
　　　200 万円は補填ではなく、基金も取り
　　崩していない。この 200 万は会員からい
　　ただく会費で、今年 1700 人で 3400 万円
　　集まるはずですが、3400 万円で予算を立
　　ててしまうと、実際集まっていないので
　　超過予算になってしまう、税理士からの
　　指導により、会費収入 3200 万円と 200
　　万円は未収会費といった組み方をしてい
　　る。ただ、財務だけでなく会費の集め方
　　を考えないといけないと思う。
　中部（加藤）
　　　回収は大変で、入会と同時に契約して
　　いただき誓約書も書いていただくと、結
　　構、会費の回収は良くなった。ただ、古
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　　い会員が同じようにできなかった。
　北海道（小路口）
　　　事業の支出の推移を見ると、毎年削減
　　されているが、今年、理療と広報だけが
　　増加しているのはどういうことか
　小田木財務局長
　　　理療と広報の支払いが遅れ、平成 27
　　年度の支払いを平成 28 年度に１年と１
　　期分を計上したため。
　関東甲信越（藤原）
　　　新潟県支部ではＪＣＢ引き落としが 16
　　名、９名は支部口座振り込みを行ってい
　　るが、3 年前までは、未納者は余りいな
　　かったが技能認定登録制度の更新は行わ
　　ないことを決めたら未納者が無くなった。
　近畿（町井）
　　　支部で集めるのを本部で集めるように
　　なって良かったと思う。ただ、支部との
　　連絡にラグが生じており、3 ヶ月以上に
　　なることがある。また、会費を払ってい
　　る会員と払っていない会員のサービスの
　　中で、理療が同じように提供され、過年
　　度にわたって払っていない会員にも提供
　　されているが、なんとかならないのかと
　　思う。
　平野会長
　　　会費未納者に対して、粘り強く督促状
　　を何回も送っているが、定款上２年間支
　　払わなければやめさせることも可能だ
　　が、できるだけ粘り強く督促を続けると
　　いうのが今の方法です。
　近畿（町井）
　　　定款のことは承知しているが、解釈は
　　払う意思のある人に対してのものと思う
　　のでそこまで申す必要があるのか、除名
　　ではなく、権利をとめるだけなので物理
　　的にはどうか。
　佐藤情報局長
　　　物理的作業がかなり煩雑になり、具体
　　的に権利を止めるということになり、定
　　款上の解釈も具体的にして、全体的なコ
　　ンセンサスを得て、全体的にどのような

　　合意をみるのか協議させていただきたい。
　中国（坂原）
　　　広島はほとんどが口座振り込みであ    
　　り、信用の関係でＪＣＢへの移行が難しい
　　面があり、もっと柔軟にできないのか。Ｊ
　　ＣＢになって会費納入は上がっているのか。
　小田木財務局長
　　　定款細則で会費はＪＣＢの振り込みと
　　規定されているので、原則はＪＣＢだが、
　　ＪＣＢから事情があって受け入れられな
　　い場合、家族の申し出があった場合には
　　良いとはいっていないが、振り込みに
　　なっている。ＪＣＢになって、納入率か
　　らみたら、全体で多くなったかどうかは
　　検証していないのでわからないが、ただ、
　　28 年度 860 名の 5 月 10 日に口座に引き
　　落としされ、5 月 15 日に 1500 万円以上
　　のお金が入り、前期の運営が可能となる
　　ので、ＪＣＢの会員が減れば運用できる
　　お金の流用ができないので財務から見れ
　　ば非常にありがたい。
　可知統計・組織充実部長
　　　会費納入規程が理事会で決まってお
　　り、未納者にはペナルティが課せられる
　　が、現在、適用されていない。今後、検
　　討することが出てくるかもしれない。
　四国（石川）
　　　ＨＰに載っているのには、案と書かれ
　　ているが、このままで良いか。
　栁澤事務局長
　　　案を削除してください。

（ 定数 23 名、 全会一致で承認 ）

　梅田議長
　　　第 3 号議案・第 4 号議案の会費値上げ
　　は大事な議案で意見を多くいいただきた
　　いので後にまわし、第 5 号議案から始め
　　たいと思います。

第 5 号議案　支部統合に係る定款細則・別表
の変更
　栁澤事務局長　
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　　　議案書の通りですが、理事会の承認を
　　得ましたので変更を提案する。定款細則
　　第 1 条 3 項の変更で、北海道支部を 1 地
　　方会 5 支部に変更、静岡県支部を中部地
　　方会から関東甲信越地方会に移行する。
　　支部の統合については、岩手・秋田県支
　　部、京都府・滋賀県支部 9 地方会 49 支
　　部となることで提案します。

（ 定数 23 名、全会一致で承認 ）

第 6 号議案　表彰に関する承認
　栁澤事務局長より推薦報告
　第 65 回　日本理学療法学会
　　学　会　長　渡邊　芙弓
　　準備委員長　大河原　功
　　学術奨励賞　荒井　宏之（埼玉県支部）
　　　　　　　　岡野　孝博（大阪府支部）
　　特別感謝状　雨谷　長盛（神奈川県支部）

（ 定数 23 名、全会一致で承認 ）

第 7 号議案　第 67 回　日本理学療法学会　
学会長・準備委員長の承認

（協会創立70周年・法人認可55周年記念学会）
　　学　会　長　三浦　政則
　　準備委員長　山下　勇司

（ 定数23名 出席代議員21名 賛成21名 承認 ）

第 8 号議案　第 68 回　日本理学療法学会　
開催地の決定
　　九 州 地 方 会 

（ 定数 23名 出席代議員21名 賛成 21名 承認 ）

第 9 号議案　役員改選管理委員の選任
　坂田　　武　（北海道地方会 道東支部）
　大村　和司　（中部地方会 愛知県支部）
　前川　良男　（中国地方会 広島県支部）

（ 定数 23 名 出席代議員 21 名 賛成 21 名 承認 ）
第 3 号議案　平成 30 年度よりの会費値上げ案
　猿橋議長
　　　第 3 号議案について執行部の説明をお
　　願いします　　
　平野会長

　　　平成 10 年に会費値上げをしてから、
　　約 20 年、値上げをしていなかったので
　　すが、いろいろな工夫を重ねたにも関わ
　　らず、会員がかなり減っているというこ
　　とで収入が減ってきている。我々、執行
　　部も一生懸命節約しているが、それでも
　　尚かつ資金不足といった状況になってい
　　るので平成 30 年度よりひとり 2000 円の
　　会費値上げを提案する。この後、財務局
　　長より詳細について説明する。
　小田木財務局長
　　　一言で言えば財政難ということで、今
　　まで行ってきた公益事業のいろいろな活
　　動を円滑に行うためには経費の節減だけ
　　では難しいことがたくさんあり、公益
　　になって 5 年ぐらい経つが、財政面から
　　見た経緯を説明する。まず、会員数が
　　平成 24 年度から 28 年度 3 月 31 日まで
　　で、550 名まではいかないが、500 名以
　　上減少して、一千万円以上減収になっ
　　ている。最初は経費節約として、理事定
　　数を理事 16 名から 11 ～ 12 名に削減、代
　　議員会に関わる人が 70 名ぐらいから 21
　　～ 23 名に削減見直しや、参加会員の協
　　力で旅費を安くしていただき百万円単
　　位で二百万円とか大きな節約が出来てい
　　る。組織の再編により、少額だが、皆さ
　　んの協力によって節約したり、理療は初
　　年度 600 万円を 400 万円に、広報が 250
　　万円から平成 28 年度 170 ～ 180 万円で、
　　今年度は見直しを入れて 135 万円ぐらい
　　に、全国学会が 600 万円を 400 万円～
　　450 万円、地方会学会はここ最近、開催
　　地が 3 カ所× 40 万円ぐらいで行ってい
　　る。同じ内容で経費を下げて行っている。
　　エビデンスの委託研究は 50 万円で契約、
　　クラウド会員管理システムの見直しで
　　100 万円とか 200 万円かかるといわれて
　　いたが、今まで契約していた会社が最低
　　月額 3 万円と消費税で継続出来る見通
　　しが出てきている。ＪＣＢ契約時手数料
　　5％で契約して 3.3％要求されていたが様
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　　子をみるということになった。現在、
　　860 名が加入しているがカードの利用率
　　が低いという結果が出て動きが取れない
　　状況にある。
　関東甲信越（三浦）
　　　関東甲信越会で協議して賛否両論で分
　　かれた。今の説明を聞いて、値上げも仕
　　方がないのかと思うが、ただ、今の地方
　　会、支部が活動するのに資金が足らない
　　のではないか、会費が上がっても上手
　　く活動出来ないような状況であれば反対
　　する。もっと具体的な内容が聞ければよ
　　かった。もっと違った観点から考え、一
　　人2万円で今大体1500人ぐらいで3千万、
　　わかりやすく概数で計算すると協会を運
　　営するのに、収入は会費と地方で行った
　　ものをよく分からないが一千万円から 2
　　千万円で 4.5 千万円運営していかなけれ
　　ばならないと思う。以前、財務をしてい
　　たが、会員が 2000 人近くいたのでよかっ
　　たが、今、1500 人～ 1600 人になり、一
　　桁の支部がどんどん増えてきている。と
　　なると 3500 円ぐらいだと思うが、地方
　　会で講習会を開いても、交通費が嵩み参
　　加率も下がる。また、アンケートでも
　　あったように、マッサージの仕事で病
　　院に入っても、ほとんどが個人経営の
　　クリニックで 30 ～ 40 代で 20 万円いく
　　かいかないの給料で、毎年 2 万円、さら
　　に 2 千円上げたら若い会員はついてくる
　　のか、しっかり検討してだしたのか、
　　年々、100 人程度減っているので、毎年
　　300 万円ぐらい減っていくので、毎年値
　　上げするのかといった考えも出てくるの
　　でもっと根本的な考えを聞きたい。
   関東甲信越（井上）
　　　認定登録に関係なく会に入っている 50
　　代、60 代の会員もたくさんいて、会費
　　の値上げにより退会者が続出する可能性
　　も考えられ、値上げすることにより会員
　　が減って収入が減るので、経費を節減し
　　て今まで通りにやることを会長、財務局

　　長が説明していたが、このような時期に
　　来て今まで通りにやることは無理であ
　　り、曲がり角にきたことを認識して抜本
　　的に事業内容を見直さない限り無理であ
　　り、また、会員が減れば、値上げをする
　　のかといった話で、今まで通りを維持す
　　るのは不可能なので違うことをやる。例
　　えば、学会の隔年開催、指導者講習会を
　　無くす、理療の発行を考えるなど抜本的
　　改革を行うなど、違った目線で違うこと
　　を行うことが必要。支部も大変厳しく、
　　課題講習会をやるのに 2 万円会費のうち
　　地方には 3500 円しか入ってこない。こ
　　れはやっていけない状況であり、2000 円
　　上げるのであれば地方に反映することを
　　考えていただきたい。一番大事なことは、
　　公益社団法人、技能認定登録を続けてい
　　くことが大事である。
   北陸会（梅本）
　　　事情はよく分かるが、支部でも課題講
　　習会の後に執行委員会を行い役員の交通
　　費を節減している。今年、卒業、院長が
　　非常に理解ある整形外科に就職した新入
　　会員がいるが、今年なんとか会費納入が
　　困難な中、なんとか入会していただいた
　　が、続け様に来年値上げの話が出てきて
　　困惑している。節約していると行ってい
　　るが、会員が減少しているので理療の発
　　行部数を減らすことは出来ないのかと考
　　える。また、公益社団法人だが、収入を
　　得る事業を考えられないのか。
　小田木財務局長
　　　ご意見はよく分かっており、財務的に
　　計算上の話をしたが、いろいろな事情を
　　度外視してはいない。財務的には、2000
　　円値上げして、一人辞めて 2 万円減った
　　分は、10 人の値上げによってカバーされ
　　るということや、支部、地方でお金が足
　　らないこともよく分かっている。事業の
　　計算上ではなく、本質的に事業をどうや
　　るのか理事会でいつも検討した結果である。
　　　公益法人として公益事業と学術団体と
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　　しての質の高い医療活動をしなければな
　　らないということであれば、事業の見直
　　しをする必要はあるが、だからといって
　　積み上げてきた事業を無くすということ
　　もいろいろと考えていかなければならな
　　いと思う。また、値上げ分を全部支部に
　　まわしてもまだ足りないと思う、本部も
　　税理士法人の報酬とか理療は最低部数で
　　あり部数を減らしても金額は変わらな
　　い。そういったこともすべて検証してみ
　　たが、直接的な事業で使えるお金が減
　　らされていくという実感です。人数が
　　減って小さくなることは、固定経費が大
　　きく示しており、事業費が対公益は 5 割
　　に対し、7 割やっていて行動費や管理費
　　をいかに節約して事業活動を行っている
　　ことはすごいことであり、本部の考える
　　ことと地方会、支部で考えることはそれ
　　ほど違っていないと思う。今回、値上げ
　　に関して節約を行ったことや金額をまと
　　めて提示しなかったのは、そういうとこ
　　ろをそのまま読んでもあまりこの値上げ
　　を考える時に資料にならない、また、誤
　　解があったり、違った解釈が生じるので
　　はと考えてよくないと思い口頭で説明し
　　た。
　平野会長
　　　事業の縮小をいわれているが、公益社
　　団法人を申請した時に、日本理学療法学
　　会の開催、運動療法機能訓練技能講習会
　　の開催、理学療法指導者講習会の開催、
　　学術誌理療の発行で認可を受けており、
　　止めるとなれば内閣府の申請が必要とな
　　る。今、考えているのは地方学会を毎年
　　行っているのを 2 年にして節約すると
　　か、技能認定登録制度の更新料は診療報
　　酬に係わるものなので、もう少し値上げ
　　することを今すぐにではないが、腹案と
　　して考えている。会費の値上げをする以
　　上、支部、地方会が少しでも活動できる
　　ことを表したいと思っている。
　北海道（小路口）

　　　ここに参集した会員は、協会の存続を
　　願って参加していると思うが、持続ある
　　再生計画をいかに立てていくことが課題
　　であり、提案として地方会の特別交付金
　　を 5 年に 1 度でよいとの見直しを理事会
　　に提案していただきたい。
　　　地方学会は永年やってきており、課題
　　講習と同じように継続し、5 年毎の節目
　　に交付金でやっていくことを考えている。
　栁澤事務局長
　　　今後の事業の見直しについては理事会
　　でひとつの提案として考える。
　中部会（加藤）
　　　三県合同で話し合い、会員から厳しい
　　意見が出た、算定点数が低いので給与水
　　準が低い、算定点数の結果が出ていない
　　ので賛同が得られず、会員が納得するよ
　　うな結果を 30 年同時改定で示すのであ
　　れば賛同してもよいが、値上げにより、
　　退会者を促して、会員の減少になる意見。
　　個人的には、未納会費の回収を進めるべ
　　き及び事業の見直しを全面的に考えるべき。
　平野会長
　　　事業の見直し等も含めて、6 月に理事
　　会を予定しており、平成 29 年度の事業で、
　　どのような見直しが出来るのかを含めて
　　理事会で協議、また診療報酬で、目に見
　　えるような成果をだせばということとで
　　すが、一生懸命やっているが、非常に厳
　　しい状況であり、この学会後、マッサー
　　ジ師等を多く雇っている日本臨床整形外
　　科学会の方が技術評価委員会に要望を出
　　しており、団体の要望を訴えていくつも
　　り、また、保険局長と同行して、知り合
　　いの中医協委員に我々の窮状を訴えて、
　　協力をお願いするつもりでいる。
　小田木財務局長
　　　請求方法、時期や今年度、過年度の利
　　息のことも含めて、理事会など見直しの
　　時に検討していきたい、今、財務からだ
　　けからでは返答は出来ない。財政的な面
　　からの説明であったが、事業の見直しも
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　　含めて、理事会で検討を始めていること
　　を承知おき願いたい。
   九州会（麻生）
　   　会費値上げは厳しい意見が出ており、
　　値上げ事態はやむ得ないといった意見も
　　あるが、値上げをどうしてしなければな
　　らない場合、2000 円のうち 1000 円を地
　　方会交付金にまわすか、課題講習会を
　　1500 円にして会員の権益守るといったも
　　のであれば賛成するといった公益になって
　　会員数が減少した原因をもう一度考え、
　　魅力が無い、メリットがないということ
　　に対して魅力を作ることを考えることも
　　必要では。
   栁澤事務局長
　   　平成10年以後、値上げを行っていない、
　　ＰＣの会員管理システム等の整備で情報
　　管理局長ひとりでは無理で外部に委託し
　　なくてはならないといったものが他にも
　　多くある状況になっており、エビデンス
　　についても、要望の度に必須となり、今
　　回、初めて 50 万円といった破格の金額
　　で引き受けていただいているが、通常で
　　は、もっと高額の委託料になっている。
　　JCB カードについても、利用率が低く、
　　無料だったが、3.3%の手数料が必要となっ
　　た。本来外部業者に頼むべきものが、本
　　部役員がやらざるを得ない状況となって
　　おり、お金には変えられないものが非常
　　に多くあることを理解していただきた
　　い。事業の見直しもあるが、学術団体と
　　して積み上げてきた信頼を学術的な予
　　算を削って評価が落ちてしまうのでは危
　　惧している。また、魅力作りを協会では
　　なく皆さんから出していただきたい。
　平野会長
　　　会員の減っている原因は、協会の年
　　齢分布をみると 50 歳代 632 名、60 歳代
　　以上 349 名と半数以上で、50 歳以上で退
　　職間もない年代であり、診療報酬関係で、
　　めざましい成果を出すことが出来ないこ
　　とが一番だと思う。

　　　理学療法士が増えている中で、マッ
　　サージ師の立場が厳しくなっており、と
　　にかく、PT との格差是正を行っていき、
　　厚労省、関係医学会に要望して実現した
　　いと思っている。
　中国（坂原）
　　　エビデンスに関して、患者の満足度を
　　上げている主体的なエビデンスを含めた
　　ものを主張しているのか。
　平野会長
　　　前回、厚労省に行ったときもマッサー
　　ジの効果について、客観的でも主体的で
　　もよいので、実際行った手技について効
　　果があったら、自分で検証してから本部
　　に提案していただきたい。厚労省は明ら
　　かなデータが出ているのであれば参考に
　　しますとの返事をいただいている。
　四国会（石川）
　    今回の委託研究で発表した手法を参考
　　に、例えば 1 支部 5 症例といった方法で
　　一定の基準を作り追試を行ってデータを
　　集めてはいかがか。
　平野会長
　　　賛成です。ここに集まっている 23 名
　　の代議員がデータを集めて出していただ
　　ければそれを持って厚労省に行ってきま
　　す。
　関東甲信越（井上）
　　　会費を値上げしていないということで
　　すが、実質的には課題講習会の度に 2000
　　円ずつとられているという心境であり、
　　会員は値上げしていないと思わず認識し
　　ている。
　　　学術団体ではありますが、事業を継続
　　しなければいけないといっているので、
　　事業を継続して気がついたら会がなく
　　なっていたら困るので、ここで事業を見
　　直して、例えば学会を隔年が無理であれ
　　ば 3 日を 1 日でやるとか、指導者講習会
　　を入れると何か考えないとお金もない
　　し、先もないということになるので、発
　　想の転換で今ままでの事業を残すことは
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　　無理なので、運動療法機能訓練技能講習
　　会と認定登録制度の２点だけ考えて運営
　　していくことがよいのではと思う。
　小川学術局長
　　  値上げに関連して、学術団体に関連し
　　たいろいろ意見が出ているが、学術局の
　　立場から言いますと講習会を行うことが
　　大変といわれているが、講習会は事業費
　　なので受講料を取って運営していただく
　　もので、事業と交付金では違うことを理
　　解していただきたい。抜本的な見直しに
　　ついていろいろな意見が出たが、行き過
　　ぎた抜本的な見直しは、学術団体として
　　の活動がほとんど出来ない状況を作って
　　しまうと折衝、要望が出来ない。行き過
　　ぎた要望はいかがなものか考える。
　関東甲信越（井上）
　    見解の相違です。
　東北会（菊池）
　　　東北地方会の意見は、やむを得ないと
　　の結論だが、会員減少を懸念している折
　　り、要望・提言でも上げたが、役員報酬
　　が適切なのか、取り崩す財産があるの
　　ではなど、理事にはきつい内容のもの
　　を出している。規程に関しては、手間が
　　かかっても、誰が見ても分るように行う
　　べきであり本部で協議していただきた
　　い。また、公益法人になる前には、支部
　　事情により会費の違いがあったが、公益
　　法人後、会費は全国統一になり、地方会
　　によって財政状況が異なり、多少とも差
　　があるのではと認識している。残念なが
　　ら東北会では執行委員全員の交通費を全
　　額支給が出来なかった。今回、2000 円値
　　上後、この額で維持できるのか見通しを
　　聞かせていただきたい。　
　小田木財務局長
　　　2000 円の値上げでこれからも維持出き
　　るのかどうか分らない。上げたから、十
　　分潤って活動費が出て公益事業が出きる
　　のはほど遠い金額である。執行部も代議
　　員も公共交通費と安いホテルのみの実費

　　であり、賃金は出ていないし個人負担も
　　多いと思う。これから、役員をお願いし
　　ても時間、お金も個人持ちで維持できる
　　ようにいい方法を考えなければいけない
　　と思う。本部の経費の使い方について、
　　会長の報酬については要望で定款通り最
　　低のルールに沿った支出であって、決し
　　て本部に手厚く使ってはいない。
　猿橋議長
　（10 分間の休憩）
　中部（内田）
　　　会費納入で、現在 JCB加入者が860名
　　で、未加入者が 840 名なので、どんどん
　　加入を勧めて働きかけるのと広報で 小
　　さく書かれているのをもっと大きくして
　　はどうか。
　小田木財務局長
　　　それも嫌われたり、家族から抗議が
　　来るぐらい行っている。何百人もいない
　　が、JCB から受け入れられない方、視覚
　　障害がある方で家族からの要請によって
　　入っていない方もおり、その時もいいで
　　すと言う返事はしていないが、別便で入
　　会申込書を送っており、一様の手立ては
　　している。次に会費請求に関して、広報
　　に書けないものなので、また、今年は掲
　　載せず申し訳ありませんでした。ただ、
　　毎年、地方会執行委員、支部長を通じて、
　　毎年、会費は 4 月に納めるものだという
　　ことを承知していると思うが、どうして
　　出来ないのか残念であり、会員の方も決
　　められたことを決められた期日までに
　　ちゃんとしていただきたい、ちゃんとし
　　ている会員に迷惑をかけ、このようにた
　　くさんの時間を使って会議を行わないと
　　いけなくなるので、会費は必ず4月になっ
　　たら、JCB 以外の方は期日までに振り込
　　んでいただくように地方会、支部に伝え
　　るようお願いする。
　近畿（野山）
　    基本的には受益者負担であり、この制
　　度の下、基幹事業として守ってほしい。納
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　　入している会員の権利をきちっと守って
　　診療報酬など、成果を見せれば会員も納
　　得が出来て 2000 円でも 3000 円でも払う
　　し、会員も増えるかもしれない。そこの
　　努力もしっかりやっているところがわか
　　れば納得するのでは。
　平野会長
　　　協会本部では、役員を中心に未納者の
　　督促を続けており、毎年、未納者は減っ
　　てきているのが現状です。また、診療報
　　酬に対しては、できるだけ私たちの要望
　　が通るよう粘り強く要望活動を継続して
　　いきたい。事業の見直しも、６月の理事会
　　でどのようにしていけばよいか協議する。
　関東甲信越（藤原）
　　　JCB 以外の会員に対する、技能認定を
　　更新していくことは診療報酬上、絶対必
　　要なので、本部として、病院や介護施設
　　勤務の会員に広報を通じて広く知らせて
　　いく。会費を納入していなければペナル
　　ティとして更新はしないということを本
　　部としてちゃんとやってほしい。新潟県
　　支部で、何回説明しても話して分らない
　　ので、病院長や施設長から言われたので
　　納入した例があった。口座振り込み会員
　　に対しては、広報と一緒に説明していく
　　ことが必要ではないのか。
　平野会長
　　　公益法人では、会員と非会員を区分け
　　してはいけないことになっていて、例え
　　ば会費を納めないから更新をしないこと
　　をあからさまに行うことがあれば内閣府
　　からクレームがくるのでその方法につい
　　ては出来ない。
　小田木財務局長
　    それは分っていたがやらない、何故なら
　　ば、会費は JCB で支払うのが原則となっ
　　ており、そこまでやることについては執
　　行部では考えていない。
　関東甲信越（藤原）
　　　JCB から対象外と言われている会員や
　　いろいろな事情で入っていない会員が３

　　分の一ぐらいいて、毎度入るようにお願
　　いをしているが、あまりしつこく言う
　　と辞めてしまうので、会員数が減るので
　　会費を払える方法を考えて、会員を救っ
　　ていく方法を考えないと予算が増えない
　　のではもうちょっと検討できないのか。
　小田木財務局長
　　　JCB を断られた方、事情があってカー
　　ドを持ちたくない申し出があった会員は
　　掌握できて対処出来ているが、問題に
　　なっているのはそれ以外の会員には請求
　　書を送っている。
　猿橋議長　
　　　第 3 号議案について採決を行います。

（ 定数23名　賛成8名　反対15名にて否決 ）
　猿橋議長
　　　第４号議案は第 3 号議案の否決により
　　廃案。
　栁澤事務局長
　　　報告事項なので意見を聞かせていただ
　　ければと思う、広報の平成 29 年度基本
　　姿勢で広報 12 ページから 14 ページに記
　　載されている。
　北海道（小路口）
　　　全国学会予算書をみると経費をかけな
　　いコンパクト学会を目指してほしい。財
　　政的に方向性があれば聞かしてほしい。
　小田木財務局長
　　　経費の節減も限度があるので、収入を
　　増やし、本部から手当てしなくても出き
　　るように参加費等を増やしてしていただ
　　きたい。
　四国会（石川）
　　　大体の参加者が分れば予算が組めるの
　　では、あまり、どんぶり勘定しない方が
　　いいのでは、また、学会発表を増やせば、
　　参加者が増えるので、せっかくの委託研
　　究を活かすように、例えば頸肩腕症候群
　　などの疾患を決めて、マッサージのエビ
　　デンスを対象とした疾患に同じ基準の手
　　法でデーターベス化して統一したものを
　　発表出きるように学術部で立ち上げるこ
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　　とを提案する。
　小川学術局長
　　　そういった話は地方会、関係団体からよ   
　　く聞く話で、例えばタイトルを変えると
　　いった話だが、一番は会員発表者が少な
　　くなってきていて、開催地の準備委員に
　　尽力いただいているが。それでも減って
　　きている。データベースどうのこうのと
　　なればなかなか難しい、また、コンパク
　　トな学会の提案とも抱き合わせて変えて
　　話していきたいと思う。
　四国会（石川）
　　　指導者講習会でマッサージをテーマに
　　して、統一した基準で行ってはいかがか
　小川学術局長
　　　指導者講習会については、なるべく幅
　　広いジャンルの中でかさばらないように
　　講師をお願いしており理解していただけ
　　ればと思う。
　中部（加藤）
　　　平野会長に聴きたい、内部の処理経費
　　と会員管理のクラウドに経費が財政上大
　　きく占めているので、簡素化とか経費の
　　節減をは図っていただければ、現在、当
　　協会の柔道整復師が 3 割と多くなってき
　　ており、技能講習会の新入会員もそれに
　　伴って役割が増えてくると思うので養成
　　校、現状と課題について聞かせていただ
　　きたい。
　平野会長
　　  現在、まったくお金は使っていない。
　　節約の極みです。

　三宅副会長
　　　平成 27・28 年度には、あはき・柔道
　　整復の東洋医学系の担当であったが、平
　　成 28 年度からの役員分掌は、広報局長
　　と諸会議の記録になっている。当時、連
　　携が必要と思い、平成 27 年 9 月に、平
　　野会長・栁澤副会長と同行して、日本柔
　　道整復師会工藤会長を訪問して、連携す
　　ることがあればよろしくお願いしたいと
　　申し出てきた。入会当時は盲学校を卒業
　　したあはき師の方が多かったが、最近は
　　柔道整復師が多くなってきて、平成 27
　　年には 500 人程度の柔道整復師の資格を
　　持っている方がいて、消炎鎮痛処置の
　　マッサージ等の中には、柔道整復師が行
　　う手技も含めたものであれば、一緒に仕
　　事が出来るのではと思っている。いろい
　　ろな問題があるので、協会内での検討す
　　る必要がある。
　関東甲信越（井上）
　　　今日配布された指導者講習会の案内で
　　講師とのつながりがないので、事前に連
　　絡をいただければよかったと思う。
　小川学術局長
　　　おっしゃる通りで、一人で総て行って
　　おり、行き届かないとこについてはご理
　　解いただきたい。大変、忙しい先生で最
　　近になって講師を引き受けていただき、
　　案内が当日になった。
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日　時　平成29年６月25日（日）11：00～16：00
場　所　協会事務所
出席者
　理　事　平野五十男（会長）
　　　　　栁澤　貞男（副会長・事務局長）
　　　　　三宅健一郎（副会長・広報局長）
　　　　　小川　嗣人（学術局長）
　　　　　佐藤　　功（情報管理局長）
　　　　　小田木宏江（財務局長）
　　　　　丹羽つとむ（保険局長）
　　　　　可知　謙三（統計・組織拡充部長）
　　　　　米谷　勝行（統計・組織拡充次長）
　　　　　津田　敏彦（学術局次長・教育部長）
　監　事　菊田　京一・大塚　正廣・中川　保
　相談役　倉石　健二（表彰選考委員長）
　　　　　猪野塚孝徳（特殊出版担当・障害者団体関連情報全般）
　　　　　大場　栄悦 
欠席者
　理　事　木村　重人

栁　澤　出欠席者の確認を行い、理事定数 11
　　　　名中 10 名出席、監事定数３名中３
　　　　名出席で定款第 34 条の規定により
　　　　理事会成立を宣言。定款 29 条 4 項
　　　　の規定により議長は平野、書記に三
　　　　宅、青柳を指名選任。
平　野　病気療養中の木村理事の経過報告と
　　　　第 58 回定時代議員総会における会
　　　　費値上案の否決により事業等の見直
　　　　しを含め協議を行う。
報告事項
１. 各部局　平成 29 年度事業の進捗状況
　１）事務局（栁澤）
　　・各種書類の精査、文書の受領・発送。
　　・平成 29 年度認定訪問マッサージ師講
　　　習会及び第 2 回認定訪問マッサージ師
　　　の更新講習会開催案内（P36）
　２）組織局（平野）
　　・木村局長の代行で会員登録・会友・休
　　　会申請などを本部で代行。

平成 29 年度　第１回理事会　議事録 （抄）

　３）広報局（三宅）
　　・広報 229 号作成中、第 1 回理事会議事
　　　録作成に時間を要すれば 7 月中旬を予
　　　定。
　　・NPO 法人デイジー横浜の依頼で氏名
　　　読み上げ等に対応するため、提出原稿
　　　にルビをつけるよう依頼。
　４） 学術局（小川）
　　・理療 181 号遅延の説明と謝罪、来週に
　　　は発行できるよう準備中。
　　・第40回理学療法指導者講習会は、10月
　　　29 日（日）千葉市で開催予定、7 月に
　　　講師を表敬訪問して打ち合わせ、7 月
　　　に受講案内を発送予定。
　５）財務局（小田木）
　　・決算以降は特別にないが、各支部の決
　　　算が遅れたため、平成 29 年度第 1 期
　　　の 4 月時点に税理士と相談して処理。
　６） 統計・組織拡充部（可知）
　　・昨年度実施した調査について、一人一
　　　人のデータを入力中であり、その後分
　　　析を行う予定である。
　　　
平　野　各部局報告で議題にかかるものは議
　　　　題の審議で行うので、報告を終了。
　　　　　　
１. 第66回　日本理学療法学会終了報告（丹羽）
　　・参加者会員 301 名（北海道 8 名・東北
　　　11 名・関東甲信越 84 名・中部 20 名・
　　　北陸 7 名・近畿 137 名・中国 17 名・
　　　四国 8 名・九州 9 名）
　　　一般 3 名 市民公開講座 111 名 来賓 12
　　　名 合計 427 名
　　・祝辞　大阪府知事・東洋療法研修試験
　　　　　　財団・大阪府看護協会
　　・祝電　衆議院議員６名・参議院議員２
　　　　　　名・その他 16 団体
　　・協賛・広告 9 社 展示 3 社 学会協力団
　　　体 2 団体 報道（点字毎日・鍼灸柔整
　　　新聞）
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　　・学会事業会計決算は約 100 万円程度の
　　　黒字見込み。
３. 平成 29 年度　運動療法機能訓練技能講習
　　会の進捗状況 （栁澤）
　　・協会 HP 等で募集の結果、北海道・中
　　　部地方会は中止、関東甲信越地方会受
　　　講者 37 名で 7 月 15 日開講、近畿地方
　　　会 21 名で 7 月 2 日開講。
　　 ・前年度、予定していたスカイプを使っ
　　　た講習会は、安定性に欠け、財政的に
　　　１日 40 ～ 50 万円かかり、検討の結果、
　　　今回は中止。
４. －ア 厚生労働省への要望活動報告（丹羽）
　　・平成 29 年 4 月 26 日、平野・丹羽・青
　　　柳同行にて、厚労省訪省。
　　・老健局老人保健課で要望活動　
　　　担当官　坂野課長補佐・井口課長補佐・
　　　西嶋介護保険データ分析室長

（主な協議内容）
　１）会員実態調査の質問に対し、詳細を説明。
　２）エビデンスの集積は不可欠だが、1 ～
　　　２時間の対象者（維持期）は、平成 30
　　　年同時改定で拡大される見込みなの
　　　で、その分野での実績を積む必要がある。
　３）具体的方法の一案として、高齢者の日
　　　常生活自立度判定基準を 3 ヶ月単位で
　　　区切り、技能認定登録者が行う治療効
　　　果を表すことができれば、要望を検討
　　　する良い指標となるのでは。
　４）現在、通所リハは、6 ～ 8 時間の実施
　　　率が非常に高いことが分かった。
　　　リハマネジメント加算や短期集中加算
　　　を考慮しても、長時間のサービス提供
　　　は通所介護の役割と併せ見直す必要が
　　　あると考えている。
　　・老健局振興課で要望活動 
　　　　要望内容　通所介護等における個別
　　　　　　　　　訓練の算定要件見直し
　　　　担 当 官　三浦課長

（主な協議内容）
　１）機能訓練を行う者の資質向上を図りた
　　　いという点は理解できるが、リハ専門
　　　職以外が、全て技能講習会と認定登録

　　　の要件を条件にすることは現実的では
　　　ない。
　２） 技能認定登録者が行う機能訓練の効果
　　　をエビデンスで示さなければ検討でき
　　　ない。
　　・ 保険局医療課での要望活動
　　　要望内容　疾患別リハ料の格差是正、
　　　　　　　　及び脳血管等疾患、廃用リ
　　　　　　　　ハ料の施設基準Ⅰへの技能
　　　　　　　　認定登録者組み入れ、消炎
　　　　　　　　鎮痛処置の手技療法評価な
　　　　　　　　ど。
　　　担 当 官  中谷課長補佐

（主な協議内容）
　１）会員実態調査の質問、特に疾患別と医
　　　療施設で実施する通所リハの詳細、疾
　　　患別の入院、外来の比率などの説明を
　　　受ける。
　２）疾患別リハ料の分野で多くの会員が業
　　　務している実態と、今後も疾患別リハ
　　　料の分野で理学療法従事者としての役
　　　割を果たし、併せて 「手技療法の分野
　　　においても、資格の領域を確保してい
　　　きたい」という会員の意見を説明し、
　　　一定の理解を得た。
　３）各疾患別の維持期のリハについて、現
　　　在、様々なデータを基に次年度の改定
　　　を検討しているが、診療報酬で全く扱
　　　えなくなることは考えられない。目標
　　　設定をしっかり行って、早期から介護
　　　保険への移行を促す取り組みは評価す
　　　る方向。
　４）要望内容と会員実態調査は理解できた
　　　が、エビデンスがないと検討の余地が
　　　ないとの説明を受ける。
　５）消炎鎮痛処置は外科分野の評価になる
　　　ため、医療技術審査評価委員会の扱い
　　　となり、リハ料は単体での評価対象に
　　　なるため、現在、疾患別の算定が認め
　　　られている分野でエビデンスを積むこ
　　　との方が有効ではないか。
　６） エビデンスの集積方法や効果の比較対
　　　象の検索については、日本臨床整形外
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　　　科学会の資料や活動内容を参考にして
　　　はいかがか。
　７） 医療療養型施設及び回復期リハ病棟で
　　　の技能認定登録者の扱い（解釈）につ
　　　いて説明を受けた。
４. －イ日本臨床整形外科学会への要望活動
　　報告
　　・平成 29 年 6 月 20 日、平野・丹羽・青
　　　柳同行にて、田辺整形外科医院へ表敬
　　　訪問と指導を受ける。
　　　出席者　日本臨床整形外科学会　田辺
　　　理事長

（主な面談内容）
　　・実際に行って 5 点上がった要望活動の
　　　説明を受けて、同じように巧を奏する
　　　かは分からないが、参考にするよう勧
　　　められた。
　　・脳血管等と廃用、運動器で、要介護者
　　　の算定日数超過の減算については、来
　　　年度、廃止予定になっているので減算
　　　もなくなるのでは。?
　　・消炎鎮痛は、国が基本診療料に包括す
　　　る動きがあり、手技と機械器具双方が
　　　包括される場合と手技は包括されず、
　　　機械器具のみが包括される可能性が考
　　　えられる。
　　・柔道整復師は消炎鎮痛ができないと聞
　　　いているが、機械器具であればできる
　　　との認識、無資格者が機械器具の操作
　　　を行っている話も聞くが、あくまで医
　　　師の監視下で行っているとの解釈。
　　・疾患別リハの治療効果について、理学
　　　療法士と技能認定登録者が行った際の
　　　効果を主治医が判定できる仕組みを作
　　　れるかは難しい。
　　・面談後、技能認定登録者の疾患別リハ
　　　料の算定実績と収入について、費用対
　　　効果を把握するため、昨年度実施した
　　　「会員実態調査」のデータ抽出を組織
　　　拡充部に依頼。また、消炎鎮痛の要望
　　　を強化する。

（質疑応答）
津　田　・維持期 13 単位は取れるのか。 

丹　羽　・平成 30 年同時改定で延長がなく
　　　　　なる予定。
可　知　・維持期、月 13 単位で働いている
　　　　　会員がかなり多いので緊急対策の
　　　　　検討を提案。
平　野　保険要望活動を終わり、「会員実態
　　　　調査」について報告を求める。
５. 「会員実態調査」データ分析の進捗状況（可知）
　　・一人一人のデータを入力中、その中で、
　　　正規職員で病院に勤める会員が思った
　　　より多かったのと病院勤務者が結構多
　　　かった。
　　・年収は平均 350 万円前後で、400 万円
　　　以下が 66%、全体の勤労者より低く、
　　　同じ医療専門職からみてもかなり低い。
　　・従事している業務は、運動療法、機能
　　　訓練など理学療法全般が 6 割を占め、
　　　約半数が手技療法を単独または併せて
　　　行っている。約 3 分の 2 の会員が維持
　　　期で働いているので、もし、13 単位が
　　　なくなれば、介護保険の維持期で取れ
　　　るが、医療機関で働く会員にとっては
　　　解雇など重大な問題が起こるかもしれ
　　　ない等の中間報告があり、引き続き、
　　　詳細にデータ分析を行うと説明。
     

（質疑応答）
菊　田  ・収入で開業している者、医療・介
　　　　　護に勤務している者の収入はどう
　　　　　か。　　
可　知　・まだ、細かいところまでできてい
　　　　　ないが、何とか進めたい。
平　野　・11 月の理事会には最終の詳しい報
　　　　　告ができるのかを確認。
 
６. 定期預金（公益事業目的資金）再契約
平　野　・4 月に各地方会、支部の活動資金
　　　　　が足らなかったので、定期貯金を
　　　　　解約して 1400 万円借りたものを
　　　　　その後の会費収入により、5 月 1
　　　　　日に総て返金した。
議　題
１. 協会創立 70 周年・法人認可 55 周年に係
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　　る記念表彰
倉　石　・６月４日に第１回表彰選考委員会
　　　　　を開催し、決議されたものを資料
　　　　　で配付し、これに基づき執り行い
　　　　　たい。
　　　　・協会表彰は 7 月 1 日付けで支部長、
　　　　　地方会執行委員長に発送し、11 月
　　　　　末日までに、厚生労働大臣表彰は
　　　　　10 月 15 日までに協会事務所必着
　　　　　でお願いする。また、協会 HP に
　　　　　掲載予定。

（質疑応答）
平　野　・大臣表彰は会員数が減少して、か
　　　　　なり厳しいと思う。
栁　澤　・厚労省担当官と話したが、あはき
　　　　　関連団体の大臣表彰に 100 人程
　　　　　挙っているが、当協会は来年、創
　　　　　立 70 周年記念式典があるので辞
　　　　　退した。
　　　　・あくまで案内書の選考基準に沿っ
　　　　　て書くように。
三　宅　・大臣表彰を受けるには知事表彰が
　　　　　必要と聞いたが本当か。
栁　澤　・厚労省で判断することだが、受け
　　　　　ていれば優先になり得ると判断。
平　野　・あはき等法推進協では知事表彰が
　　　　　条件となっているが、なっていな
　　　　　いところもあり、それに近い功績
　　　　　があればいただけるかも分からな
　　　　　い。当協会では高木賞を受けるこ
　　　　　とが最低条件。
大　塚　・あはき等法推進協では表彰は 10
　　　　　年毎か。
平　野　・本来は 10 年毎だが、今回は 20 年
　　　　　ぶりになる。
栁　澤　・大臣表彰が何人になるのかは会員
　　　　　数が問題となる。
平　野　・会員数が少なくなっているので、
　　　　　10 年毎にと指導を受けている。

（全会一致で承認）

平　野　議題2は時間がかかるので後に回し、
　　　　議題 3 から始めたい。

３. 会費未納者への対応（特に長期間滞納者）
佐　藤　・会費未納者の対応策として平成 25
　　　　　年度～平成 28 年度の支部別未納
　　　　　者リストを作成。例年、8 月頃と
　　　　　翌年 1 月に督促を行っているが、
　　　　　過年度にわたり未納になっている
　　　　　会員の対応を協議したい。
小田木　・未収会費の原因を検証した結果、
　　　　　公益認可以前の会費管理は個人で
　　　　　はなく、支部単位で行われ、納め
　　　　　た会員と納めていない会員の見分
　　　　　けがつかず資料も保管されていな
　　　　　かったので追跡できなかった。公
　　　　　益法人認可後は、個人の会員管理
　　　　　が出来て確認できるようになっ
　　　　　た。平成 25 年からは返事がきて
　　　　　納入する会員など 4 つのタイプに
　　　　　分かれ、宅急便から郵送など、支
　　　　　部長や地方執行委員長に協力をい
　　　　　ただいているが、まだ未納者がいる。

（質疑応答）
佐　藤　・送った督促状の2～3割が届かない。
平　野　・そのような会員にいつまでも続け
　　　　　ていく意味があるのか、理事の意
　　　　　見を聞きたい。
小田木　・葵税理士法人の指導により、定款
　　　　　の規程とは違って会計上、会費を
　　　　　納入しない場合、収益とならない
　　　　　会費の計上は財務諸表上、収入に
　　　　　ならないので、早く収益にならな
　　　　　い会計処理をした方がよいのでは。
杉　浦　・平成 27 年・28 年の会員は定款の
　　　　　規定に従わないと永遠に続くので
　　　　　はと懸念する。除名して欠損金と
　　　　　して処理した方がよいのでは。
三　宅　・定款通りに行って、会員が減少す
　　　　　るのではと危惧する。
小田木  ・会員除名とは別で、収益にならな
　　　　　い財務諸表上の問題であり、除外
　　　　　しなければ、使えないお金をいつ
　　　　　までも計上しなければならない。
可　知　・会費を支払うことは原則なので、
　　　　　払わない会員に対してはきちっと
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　　　　　やっていただき、督促しても連絡
　　　　　がつかない会員に対しては適切に
　　　　　処理していくことが大事である。
菊　田　・督促はボーナス前に出すのがよい。
津　田　・ふたつに分けて考えればよい。
小田木　・何回も督促しているが、回収がで
　　　　　きない会員で財務諸表上、収益を
　　　　　計上しないことについては財務に
　　　　　任せてほしい。現在は予防対策を
　　　　　講じている。
平　野　・まとめると会費未納者については
　　　　　２年間の年度を過ぎた時点で会員
　　　　　資格の喪失を通知し、広報・理療
　　　　　の送付を停止する事でよいか。
           
 （ 全会一致で承認 ）

４. あはき法第 19 条に係る署名運動の依頼
平　野　・あん摩師等法 19 条連絡会、竹下
　　　　　義樹会長より、視覚障害マッサー
　　　　　ジ師の職域を守るための署名、葉
　　　　　書行動について（お願い）文書が
　　　　　届いている。協会としてどうする
　　　　　のか理事に伺う。承認すれば支部
　　　　　長に文書を送付する。

（質疑応答）
大　場　・棄却と書いてあるが、裁判が始まっ
　　　　　ているのに可能か ?
平　野　・棄却ではない、署名、葉書行動。
小田木　・視覚障害の職域を判決する前に棄
　　　　　却してくださいと訴える内容の文
　　　　　書がある。
佐　藤　・全病理としての 19 条 2 項につい
　　　　　てのどのようなスタンスをとるの
　　　　　かを含めて考え行動した方がよい。
可　知　・現実的に裁判に署名してもほとん
　　　　　ど効果はないと思う。協会として、
　　　　　医療機関におけるマッサージ師等
　　　　　の雇用が非常に少なくなってきて
　　　　　おり、医学的立場において低く位
　　　　　置づけされている。医療の場で活
　　　　　躍するには、むしろ足かせになっ
　　　　　ているので、養成校を増やし、大

　　　　　学制度を作って質を高めていく方
　　　　　が良い。
丹　羽　・生活の維持ということでは理解で
　　　　　きるが、学校がどのくらいあって
　　　　　卒業生がどれくらいで、就職先が
　　　　　どのくらいなのか分からないので
　　　　　判断できない。ただ、晴眼者の養
　　　　　成校が増えてクリニックに勤めれ
　　　　　ば新入会員が増えるのではと思う。
米　谷　・職業選択の自由からいえば、もう
　　　　　視覚障害者を守る口実としては意
　　　　　味がないと思う、むしろ、無資格
　　　　　者がいろいろな角度で例えば認定
　　　　　と称して職域を広げており縛りに
　　　　　はならないのでは。
津　田　・全病理としてはマッサージのエビ
　　　　　デンスを求めるのには資質向上を
　　　　　考え、　発展させるにはもっと広
　　　　　く考える方が良いのでは。
小田木　・現実を考え、職業選択の自由から
　　　　　いうとどんな職業にもつけるの
　　　　　で、視覚障害者が晴眼者と同じよ
　　　　　うに働けるよう条件整備したり、
　　　　　雇用促進法により雇用しやすくな
　　　　　れば、19 条 2 項に固執することは
　　　　　ない。
佐　藤　・全病理は視覚障害者が多数を占め、
　　　　　資質の良くないマッサージ師を増
　　　　　やすのではとあはき等法推進協の
　　　　　考えがあり、具体的にマッサージ
　　　　　のニーズに対するマッサージ師の
　　　　　数はあるところの推計によれば養
　　　　　成校を増やす必要はないというと
　　　　　ころもあり、視覚障害者の所属団
　　　　　体にあるので賛成。
小　川　・盲学校に PT 養成校があり、福祉
　　　　　の傾向が強くなるので、どちらか
　　　　　と言えば反対。
三　宅　・全病理は学術団体と名乗っている
　　　　　ので、早く研究機関のある大学を
　　　　　作るべきで、国家資格を有する
　　　　　マッサージ師を雇用したいが見つ
　　　　　からず。その隙間にグレーゾーン
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　　　　　と呼ばれる無資格者団体が入り
　　　　　込み、医師、公認会計士、弁護士
　　　　　などを揃え、東京 2 部に上場して
　　　　　いる。まずは、国家資格を持った
　　　　　マッサージ師の養成を図って組織
　　　　　を高めてから質を高めてれば良い。
　　　　　基本的にマッサージができるのは
　　　　　国家資格を持ったマッサージ師で
　　　　　あり、エビデンスを探求するため
　　　　　にも必要であり、反対する。
柳　澤　・同意見
平　野　・一番危惧するのは、裁判に負けて、
　　　　　鍼灸の学校が増え過ぎたため鍼灸
　　　　　師が危機状態にあり、同じように、
　　　　　国が負けて新設校が急激に増えれ
　　　　　ば、資質の低下を危惧するので、
　　　　　賛成する。
平　野　  議案について採決の結果

（ 賛成 2 名　反対 8 名　にて否決 ）
５．会友・休会会員の確認と今後の対応
佐　藤　・公益後、会友、休会会員は 1 万円   
　　　　　の会費となっているが、公益以前
　　　　　の会友、休会会員は統一した規定
　　　　　で運用されていなかった。
平　野　・このような会員から 1 万円の会費
　　　　　をとるのかを審議いただきたい。
　　　　　休会は年度毎に更新となっている
　　　　　が、何年も更新していない会員も
　　　　　いるので各地方会、各支部に伝言
　　　　　いただきたい。
津　田　・定款を守ろうという姿勢があるの
　　　　　で、通達して同じようにすべきだ
　　　　　と思う。
平　野　・確かに会費の件で定款を守ること
　　　　　が原則となるのでその通りと思う。
小　川　・対象となる会員をきちっとすれば
　　　　　同じように扱って良い。
小田木　・最初に約束したものなので、公益
　　　　　に変わった年であればまだ良い
　　　　　が、今になって提案するのはどう
　　　　　かと思う。高齢で長年、会に残っ
　　　　　ているので、今まで通りにすれば
　　　　　良いかと思う

平　野　・いつから会友になったのか確認で
　　　　　きるのか
佐　藤　・平成 25 年以前は不可能
平　野　・会費は不要であったのか
可　知　・財政状況と統一性を考え、理由を
　　　　　しっかり説明して払ってもらう。
丹　羽　・可知理事と同意見、会友は確認し
　　　　　て決定する。
米　谷　・ルールをきちっと守るべき。
柳　澤　・会費値上げが否決され、財政を考
　　　　　えて 1 万円とる方が良い
菊　田　・会費無料になった経緯を説明。
佐　藤　・会友 28 年度から請求、会友で支
　　　　　払っていない方の中で亡くなって
　　　　　いる方が判明。
平　野　・平成 28 年度からの会友・休会の
　　　　　確認を個人、支部に行い、定款に
　　　　　基づき会費 1 万円を徴収する。採
　　　　　決。

（ 賛成 9 名　反対 1 名　にて承認）
６．津田理事提言への対応 
津　田　・収入を増やす　新会員増員プロ　
　　　　　　　　　　　　ジェクト・広告協
　　　　　　　　　　　　賛を増やす・公益
　　　　　　　　　　　　法人として問題の
　　　　　　　　　　　　ない事業を考える。
　　　　・支出を抑える　会費未納者ゼロ作
　　　　　　　　　　　　戦・東洋療法研修
　　　　　　　　　　　　試験財団研修会を
　　　　　　　　　　　　有効利用したり、
　　　　　　　　　　　　日本理学療法学会
　　　　　　　　　　　　の準備に係る交通
　　　　　　　　　　　　費を抑制。
　　　　・会員実態調査の詳細な分析
平　野　・収入を増やす件は、平成 29 年度
　　　　　事業の見直しで審議。
　　　　・未納者対策は、しっかり督促を行
　　　　　う。
　　　　・財団共催の研修は来年度から行わ
　　　　　れない事になった。
杉　浦　・学会経費の使用について、制限を
　　　　　つけるべきではないと考える。
平　野　・東洋療法研修試験財団の研修会を



－ 23 －

　　　　　利用はできない、来年度からなく
　　　　　なる予定。
　　　　・広告についていろいろと努力して
　　　　　いるが、企業側にメリットがない
　　　　　ようで厳しい。　　　　　
小　川　・以前に広告についてお願いしたが、
　　　　　響いていなかった。声はかけてき
　　　　　たが成果は出ていない。
可　知　・少人数でも開催できるようにご検
　　　　　討いただきたい。愛知県支部では、
　　　　　技能講習会の修講証で、運動器セ
　　　　　ラピストにいつでも登録できるこ
　　　　　とから、費用効果面から、経営者
　　　　　の指示で退会してセラピストに異
　　　　　動する会員が一定数あり、組織維
　　　　　持の懸念材料となっている。
平　野　・全国学会の PR に使う交通費の抑
　　　　　制。
米　谷　・抑制よりも出した方がよいと考え
　　　　　る。
佐　藤　・技能講習会は生番組を同時提供す
　　　　　ることを考えているが、DVD な
　　　　　どでタイムラグが生じてもよいの
　　　　　であれば、価格を下げることは可能。
平　野　・昨日、技能講習会の後援名義許可
　　　　　書が届いて、内容をむやみに変え
　　　　　ないように厳しく 4 項目にわたっ
　　　　　て書かれていた。
柳　澤　・昨年度の講義内容を DVD したも
　　　　　のが届いており、来年、あはき師
　　　　　法のカリキュラム変更が予定され
　　　　　ているので、その時に検討を考え
　　　　　ている。
平　野　・特に決議をとらなくてもよいか。
　　
７．その他
　１） あはき等法制定 70 周年記念事業（あは
　　　き関連 7 団体）
　　　平　野　・各団体より負担金として 10
　　　　　　　　万円拠出することが 7 団体
　　　　　　　　で決まっているので承知い
　　　　　　　　ただきたい。

（ 全会一致で承認）

　２）福祉用具専門相談員（補修講習会）
　　　平　野　・取り扱いについて、受講日
　　　　　　　　が平成 18 年以前であれば
　　　　　　　　問題ないが、以降であれば、
　　　　　　　　以前と同じ扱いをする。確
　　　　　　　　認してから対応する。
　３）大崎駅前西口再開発と協会事務所
　　　平　野　・引っ越しは 6 ～ 7 年後で、
　　　　　　　　住宅以外に事務所も作る話
　　　　　　　　がある。所有面積の 8 割程
　　　　　　　　度の広さになる。
　　　三　宅　・登記など他に費用はかから
　　　　　　　　ないのか。
　　　平　野　・８割程度のままであれば一
　　　　　　　　切費用はかからない。
　４） 規程に関する問題
　　　栁　澤　・日本理学療法学会規程、協
　　　　　　　　会員倫理規程、オブザー
　　　　　　　　バー規程、講習会等開催要
　　　　　　　　項について、第 58 回定時
　　　　　　　　代議員総会に出されたもの
　　　　　　　　と同様の内容で理事会に質
　　　　　　　　問が出され、各項目につい
　　　　　　　　て内容の説明があった。
　　　杉　浦　・各質問に対する現時点での
　　　　　　　　考え方を示し、回答書の作
　　　　　　　　成は柳澤事務局長と進めた
　　　　　　　　いと提案があり、意義なく
　　　　　　　　決定した。
　　　　　　　
２．平成 29 年度　事業の見直しについて
平　野　・第 58 回定時代議員総会で、会費
　　　　　値上げ案が否決され、事業の見直
　　　　　しを約束したので事業別に審議す
　　　　　る。
　１）全国学会と地方学会
　  　平　野　・全国学会が開催できる地方
　　　　　　　　会も限られ、地方学会も難
　　　　　　　　しくなってきている。何か
　　　　　　　　他のものと組み合わせてで
　　　　　　　　きないか、理事の発言を求
　　　　　　　　める。
　　　津　田　・開催期間を短縮し、役員等
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　　　　　　　　の宿泊費の節減、理学療法
　　　　　　　　指導者講習会との同時開催
　　　　　　　　を検討して経費削減を図る。
　　　小　川　・他の事業と一緒に行って参
　　　　　　　　加者が増えるのか、資質の
　　　　　　　　問題など即答できない。
　　　米　谷　・全国学会は毎年行う、地方
　　　　　　　　学会は基本的には 2 年に 1
　　　　　　　　回開催とする。
　　　栁　澤　・全国学会は春、地方学会は
　　　　　　　　秋に行われるのが通例とな
　　　　　　　　っているので、全国学会を
　　　　　　　　一緒にして行えばよい。
　　　三　宅　・経費の節減は理解できるが、
　　　　　　　　公益法人として、代議員総
　　　　　　　　会と諸会議は一年間の報告
　　　　　　　　と事業計画等を討議する重
　　　　　　　　要なもので、半日では無理。
　　　可　知　・中部では全国学会開催時に
　　　　　　　　は、地方学会は前年度と当
　　　　　　　　該年度には行わない。
　　　　　　　・会員の休日を考慮して、規
　　　　　　　　模も小さくすればよい。ま
　　　　　　　　た、地方学会で後援名義な
　　　　　　　　どの申請は前例が参考にな
　　　　　　　　るので配慮していただきた
　　　　　　　　い。
　　　小田木　・規程の中に公益事業と書か
　　　　　　　　れているものを減らすこと
　　　　　　　　は良くないと税理士法人の
　　　　　　　　話があったので、予算がな
　　　　　　　　いからやらないとか、小さ
　　　　　　　　くすることではなく中味を
　　　　　　　　考えてやるように。また、
　　　　　　　　事業計画に合わせて行うよ
　　　　　　　　うにする。
　　　平　野　・諸会議・代議員総会を午後
　　　　　　　　から半日より、1 日かけて
　　　　　　　　行う意見が多い。
　　　　　　　・地方学会は年 3 カ所で、全
　　　　　　　　国学会を組み合わせて行う。
　　　　　　　　会場の選定、今後さらに検
　　　　　　　　討を重ね、経費節減に協力

　　　　　　　　いただきたい。
　　　杉　浦　・全国学会は定款上で 2 日間
　　　　　　　　開催すると規定されている
　　　　　　　　ので、会期を見直すには定
　　　　　　　　款変更が必要となり、3 年
　　　　　　　　かかる。
　２）技能講習会
　　平　野　・カリキュラム通り行うことを
　　　　　　　約束しており、質の高い講習
　　　　　　　会として評価を受けているの
　　　　　　　で簡単に変えられない。
　　栁　澤　・今の時期に変えると診療報酬
　　　　　　　に影響が出るのではと考えて
　　　　　　　いる。
　　可　知　・技能講習の見直しを提案して
　　　　　　　いるが、地方会受講の現状に
　　　　　　　対する話を行政と事前に協議
　　　　　　　で行わないと組織は増えない。
　　栁　澤　・折衝の段階で話を出せば、改
　　　　　　　定時、算定から外される心配
　　　　　　　がある。
　３）理学療法指導者講習会
　　米　谷　・前泊して懇談すると士気が上
　　　　　　　がって良いと思う。
　　栁　澤　・実技を中心に 100 人を超える
　　　　　　　と大変である。
　　杉　浦　・指導者講習会を秋期研修会と
　　　　　　　して全会員を対象とすれば総
　　　　　　　合的にメリットが出る。実技
　　　　　　　を行うのではなく、実技の方
　　　　　　　法を口頭で説明する。
　　平　野　・まとめとしては例年の通り行
　　　　　　　う。
　４）技能認定登録制度と課題講習会
　　平　野　・手帳を簡略化する
　　可　知　・講習会の規程を見直し、地方
　　　　　　　会や支部で柔軟に開催できる
　　　　　　　ようにしては。
　　栁　澤　・技能講習会は厚労省の後援を
　　　　　　　いただいて開催しているた
　　　　　　　め、規程や内容を改める場合
　　　　　　　には、予め厚労省等協議する
　　　　　　　必要があり、診療報酬及び介
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　　　　　　　護報酬に影響を与えかねない
　　　　　　　ため、慎重に考えるべきである。
　　平　野　・厚労省の後援には、後援名義
　　　　　　　の使用許可に付帯して、カリ
　　　　　　　キュラム及び時間などが詳細
　　　　　　　に記されており、資質の高い
　　　　　　　講習会の水準を保つことで制
　　　　　　　度を維持する必要がある。
　５） 理　療
　　小田木　・3 年間、400 万円で内訳は印
　　　　　　　刷費・送料で 300 万円、今年
　　　　　　　は原稿料が 100 万円で 400 万
　　　　　　　円になっている。
　　平　野　・原稿料が 180 万円から 100 万
　　　　　　　円に減った理由は
　　小田木　・５万円の謝金は変わらないが、
　　　　　　　180 万円が普通であったが、
　　　　　　　特別講演の原稿料を謝金に含
　　　　　　　めるなどして100万円に減った。
　　栁　澤　・会員からの投稿がないので、
　　　　　　　依頼原稿が多くなり費用がか
　　　　　　　かっていた
　６） 広　報
　　三　宅　・校正作業は大圏社を通じて
　　　　　　　行っている回数を減らし、節
　　　　　　　減を図っている。
　　平　野　・印刷費は 1 回 17 万 7 千円、・
　　　　　　　挿入作業、送料 1 回 13 万 2
　　　　　　　千円
　　栁　澤　・広報は要旨だけで良いのでは。
　７）葵税理士法人による財務処理
　　平　野　・財務担当役員の交通費が年間
　　　　　　　45 万円かかっているため、予
　　　　　　　算、決算の時期を除いて１人
　　　　　　　体制にするなど経費の節減を
　　　　　　　図ってほしい。
　　小田木　・内閣府に提出する総ての費用
　　　　　　　で 80 時間 1 単位 3510 円の契
　　　　　　　約で、それ以上は取らない契
　　　　　　　約になっていて、現在、雇用
　　　　　　　している事務員の能力が優れ
　　　　　　　ているのでこの値段で収まっ
　　　　　　　ている。

　　杉　浦　・公益法人の運営に必要な経費
　　　　　　　であることを会員に周知する
　　　　　　　必要がある。
　　小田木　・事業を小さくすれば費用を下
　　　　　　　げられるかもしれない。公益
　　　　　　　法人会計ソフトの開発をしな
　　　　　　　がらやっているのでこの値段
　　　　　　　で出来ている。一般的には
　　　　　　　30 分で 5000 円が相場。
　　平　野　・他団体を調べてみる。
　　可　知　・税務処理がきちっと出来る事
　　　　　　　務員を雇って、最終的に税理
　　　　　　　士にお願いする方法をとれば
　　　　　　　コストが下がる。
　　小田木　・当協会は特別会計が多いので、
　　　　　　　この件について聞いてほしい。
　８） 役員定数（理事・監事など）
　　米　谷　・減らせれば減らしても良い。
　　杉　浦  ・最低限の人数は必要だが、法
　　　　　　　的には決まっていない。定款
　　　　　　　変更を含め、3 年ぐらいかか
　　　　　　　ることを前提に考えなければ
　　　　　　　ならない。
　　　　　　・来年、会費値上げをしないの
　　　　　　　か、段々減ってくるので小さ
　　　　　　　な本部でやっていくことが大
　　　　　　　事ではないか。
　　小　川　・地方会、支部に 2000 円投入
　　　　　　　してどうなるのか、とても
　　　　　　　やっていけない。
　　津　田　・値上げは反対だが、実情を会
　　　　　　　員に知らせることが必要。
　　可　知　・セラピストと比較しており、
　　　　　　　結果が出れば良いが、勤務先
　　　　　　　が負担しているところも多
　　　　　　　く、会費値上げは言いづらい。
　　丹　羽　・値上げは賛成、総て 2000 円
　　　　　　　というには地方会によって考
　　　　　　　え方が違うので統一してから
　　　　　　　行うことが必要。
　　小田木　・今回、一枚岩になっていなかっ
　　　　　　　た。業務内容、業務量とも素
　　　　　　　人が出来るものでない。
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　　佐　藤　・ある程度の会費値上げは相当
　　　　　　　である。北陸会・中国会・九
　　　　　　　州会は値上げ分を回しても出
　　　　　　　来ないと思う。
　　三　宅　・会員が減っているので役員を
　　　　　　　減らしても良い。会費値上げ

　　　　　　　は、否決されたのだから、努
　　　　　　　力を示してから、提案する方
　　　　　　　がよい ｡
　　平　野　・全理事からいただいた意見を
　　　　　　　基に次回、理事会で提案したい。

　会　期　平成２９年１１月１１日（土）～１１月１２日（日）
　会　場　ネストホテル松山
　　　　　　〒 790-0002　愛媛県松山市二番町 1 丁目 7 番 1 号
　担　当　四国地方会　愛媛県支部
　学会日程
　１１月１１日（土） 会員相互意見交換会開催
 　　　　　　　　　 愛媛県支部創立 65 周年記念式典・祝賀会・懇親会
　１１月１２日（日）
　　会員発表 6 題 （演題募集中）
　　特別講演・市民公開講座（一般の方無料）
　　　「生活期の多職種連携～在宅に向けての地域連携～」
　　　　　医療法人財団　尚温会　伊予病院院長　　　藤田　正明　先生
　　　　　社会福祉法人　なかやま梅寿会　
　　　　　　総合福祉施設　なかやま幸梅園施設長　　窪田　里美　先生
   参加費　３, ０００円（会員外５, ０００円）
　　
   交通アクセス
　　・JR 予讃線「松山駅」より市電「道後温泉」行き 10 分、「勝山町」下車徒歩
　　　約 3 分
　　・松山空港からリムジンバス道後温泉行き 25 分、「大街道」下車徒歩約 10 分
    　 【問合せ先】〒 791-8036　松山市高岡町 508-8　　　石川 啓一
                        ℡  （自　宅）０８９- ９７２- ３６３３
　　                       （携　帯）０９０- ９７７８- ７４４２
  E-mail（パソコン） 　　 goemon@mg.pikara.ne.jp
  E-mail（携帯） 　goemon-59.april.1st@ezweb.ne.jp

第 45 回 中国四国理学療法学会  開催案内
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正味財産増減計算書
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貸　借　対　照　表
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監　査　報　告　書

会　　長　　平　野　五　十　男　殿
平成 29 年４月 28 日　　　　　　　　
公益社団法人　全国病院理学療法協会

監　事　菊　田　京　一

監　事　中　川　　　保

　私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の
執行を監査致しました。その方法及び結果について、次の通り報告致します。

１. 監査の方法及びその内容
　　　各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
　　めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行
　　状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及
　　び財産の状況を調査致しました。
　　　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討致しました。
　　　さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸
　　借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討致し
　　ました。

２. 監査意見
　　⑴　事業報告等の監査結果
　　　一、 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
　　　二、 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
　　　　　は認められません。

　　⑵　計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果
　　　　計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべて
　　　　の重要な点において適正に示しているものと認めます。

同　意　書

　私は、平成 29 年４月 28 日の監査会を病気のため欠席いたしましたが、計算書類及び事業報
告並びに理事の職務の執行について、別途説明を受けたので、同監査会で作成された監査報告
書に同意いたします。

平成 29 年４月 28 日　　監　事　大　塚　正　廣
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平成 29 年度　協会主要会議及び地方学会等の年度計画表

年　月 理　事　会 監　査　会 広報・理療発行 学会・記念式典等

29年４月 年度末監査
28日（金）

５月 理療181号発行
第58回 定時代議員総会　   19日（金）
第66回 日本理学療法学会

20・21日（豊中市）

６月 第1回理事会
25日（日）

７月 広報229号発行
８月 理療182号発行
９月

10月

第58回東北理学療法研修学会
9月30日（土）・10月1日 （日）　福島市

第40回 理学療法指導者講習会
29日（日）千葉市

11月 第2回理事会
19日（日） 理療183号発行

第55回中部理学療法学会
　　　　　　　　　5日（日） 岐阜市

あはき法制定70周年記念の集い
　　　5日（日）　東京医療有明大学

第44回中国・四国理学療法学会
11日（土）・12日（日） 松山市

12月 広報230号発行
（10日）

30年1月

2月 理療184号発行 第26回認定試験　11日（日）

3月 第3回理事会
4日（日）

広報231号発行
（31日）

4月 年度末監査
28日（土）

※  平成 29 年度 運動療法機能訓練技能講習会は、神奈川県・近畿会で開催予定。
※　葵税理士法人との財務処理を適宜開催する予定。
※　あはき等法推進協議会・東洋療法研修試験財団関連の会議は不定期に開催
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諸会議及び役員渉外行動報告

月　日 用　務　地 用　務　内　容

4/14 協会事務所 葵税理士法人財務処理　（平野・佐藤・小田木）

21 協会事務所 葵税理士法人財務処理　（平野・佐藤・小田木）

21 全鍼師会館 あはき等法推進協議会・式典部会（平野）

26 衆・参議院会館 第66回 日本理学療法学会　祝電・メッセージ依頼
（平野・丹羽・青柳）

26 協会事務所 葵税理士法人財務処理　（小田木・佐藤）

28 協会事務所 平成28年度　監査会　（平野・栁澤・三宅・小田木・菊田・中川）

5/11 協会事務所 学会・講習会関連事務処理　（平野・栁澤）

16  ツナビル ニュー大崎管理組合理事会　（平野）

19 サイエンスホール（豊中） 第58回　定時代議員総会・地方会代表者会議

20・21   サイエンスホール（豊中） 第66回　日本理学療法学会

27 東京医療専門学校 生涯教育部会　（栁澤）

27 協会事務所 単位取得講習会関連事務処理　（平野・栁澤）

31 日本鍼灸師会館 あはき法制定70周年記念大会に係る厚生労働大臣表彰に係
る臨時あはき推進協議会　（平野）

6/2 協会事務所 葵税理士法人財務処理　（平野・佐藤・小田木）

7 東洋療法研修試験財団 平成29年度　定期評議員会・財団　（平野）

8 協会事務所 平成29年度　第1回表彰委員会　（平野・栁澤・倉石）

10 八戸市民病院 木村重人理事　お見舞い　（平野・小路口）

11 杉山記念館 平成29年度　杉山検校顕彰会評議員会（平野）

13 ツナビル ニュー大崎管理組合理事会　（平野）

13 協会事務所 財団評議員会　議事録署名　（平野）

14 多摩信用金庫昭島駅前支店 東京都支部　預金口座解約　（平野）

15 協会事務所 平成29年度　技能講習会教材発送作業　（平野・栁澤）

16 協会事務所 葵税理士法人財務処理　（平野・佐藤・小田木）

16 全鍼師会館 あはき等法推進協議会　（平野・佐藤）

17 全鍼師会館 第4回普及啓発部会　（平野）

20 田辺整形外科医院 日本臨床整形外科学会理事長への診療報酬改定に係る要望
とご指導のお願い　（平野・丹羽・青柳）

23 パレスホテル東京 日本病院会　新役員披露パーティー　（平野）

25 協会事務所 平成29年度　第1回理事会
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本部発信文書一覧
月 日 文書番号 宛　先 文　書　名
4/1 1 役員・代議員 第58回 定時代議員総会開催通知
１ 2 役員・地方会執行委員長 第58回　定時代議員総会　関連書類提出のお願い
1 3 地方会執行委員長 地方会代表者会議　開催通知
1 4 関係各位 第66回　日本理学療法学会　出張許可願い
1 5 監査会　関係各位 平成28年度　監査のお願い
１ 6 厚労省　保険局長 第66回　日本理学療法学会における講師派遣のお願い
１ 7 支部長・地方会執行委員長 平成29年度　交付金等について
１ ８ 支部長・地方会執行委員　 地方会・支部事業報告書等の提出について（お願い）
10 9 支部長　各位 東洋療法研修試験財団に係る申請書について
10 10   支部長　各位 技能認定登録制度に係る登録の更新について

10 11  理事・地方会執行委員長・支
部長 平成29年度　学会・講習会実施予定表の提出について

11 12 役員・支部長各位 第66回　日本理学療法学会の事前登録について
17 13 日盲連　竹下会長 第70回　全国盲人福祉大会の後援名義使用の承諾について
18 14 厚生労働事務次官 平成28年度　運動療法機能訓練技能講習会の終了報告
18 15 関係団体　各位 第66回　日本理学療法学会へのご祝辞拝受について（お願い）

28 17 理事各位 平成28年度　事業報告・決算書及び監査報告の書面表決に
ついてのお願い

5/2 18 代議員・地方会執行委員長
各位

平成28年度　決算書及び監査報告の送付と書面表決の結
果について

2 19 理事各位 平成28年度　決算書及び監査報告に係る書面表決の結果
について

11 事務連絡 点字毎日大阪本社 第58回　定時代議員総会　議案書の送付について

11 事務連絡 該当　支部長各位 平成28年度　技能認定制度に係る単位取得講習会等開催
報告書の提出について

16 事務連絡 福島支部　本多富士夫 東北地方学会の口座開設に係る関係資料の送付について
25 事務連絡 関係団体　各位 第66回　日本理学療法学会への祝電拝受のお礼

25 20 日本臨床整形外科学会
田辺理事長 診療報酬改定に向けてのご指導のお願い

25 21 理事会構成員　各位 平成29年度　第1回理事会の開催について　

29 事務連絡 国立開発研究法人
科学技術振興機構

第66回　日本理学療法学会プログラム・抄録集の発送につ
いて

6/5 22 支部長　各位 平成28年度　「承認単位通知書」の送付について
5 23 東洋療法研修試験財団 財団共催　生涯研修会開催申請書について
5 24 日本医科学総合学院 賛助会費納入のお願い

6 25 多磨信用金庫
昭島駅前支店 預金口座解約のお願い

14 26 日本医科学総合学院 賛助会費　納入に係るお礼

15 27 厚生労働事務次官 平成29年度　運動療法機能訓練技能講習会の後援名義使
用のお願い

15 28 関係団体　各位 平成29年度　運動療法機能訓練技能講習会の後援名義使
用のお願い

16 事務連絡  支部長・地方会執行委員長 平成29年度　第1四半期決算ファイル送付について
7/1 29 支部長・地方会執行委員長 協会創立70周年に係る表彰候補者推薦について
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第 67 回 日本理学療法学会開催案内

協会創立 70 周年・法人認可 55 周年記念学会

　学会テーマ　　　　 「 超 高 齢 社 会 と リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 」
　　　　　　　　　　　　―　高 齢 者 を さ さ え る た め に　―
　　　　　　　　　　　　　
　会  　期 平成 30 年 5 月 25 日（金）・26 日（土）・27 日（日）　
　会　  場 ウェスタ川越　多目的ホール
  〒 350-1124  埼玉県川越市　新宿町 1-17-17 TEL 06-6873-2071
　参 加 費  会 　 員　　8,000 円（事前登録）/ 10,000 円（当日参加）
  会 員 外 　15,000 円・学  生 4,000 円・
  一 　 般　 無　　料 （市民公開講座などへの参加）
　内  　容 １．特別講演　
   テーマ　 「超高齢社会とリハビリテーション」
   講　師　国立障害者リハビリテーションセンター
     顧　問　　江　藤　文　夫　 先　生
  ２. 市民公開講座
   テーマ　 「 老 年 医 学 と 栄 養 」
   講　師　社会医療法人社団　尚篤会　赤心堂病院 ( 川越市 )
     副院長　　山　田　博　文 　先　生
  ３．協会委託研究事業
   テーマ　 「眼精疲労に対するマッサージ療法の有効性について 」
   講　師　筑波技術大学　保健学科
     教　授　　藤　井　亮　輔 　先　生

　会員発表　 30 題
　主　  催　公益社団法人全国病院理学療法協会
　担　  当　関東甲信越地方会 埼玉県支部
　一般演題募集要項
 １． 演　　題　：  自由演題（未発表のもの）
 ２． 発表時間　：  ７分以内
 ３． 抄　　録　：  抄録原稿はＡ４判にて横書き８００字以内でお願いします
   　 Microsoft Wordを使用し、CD-Rに保存し事務局に提出して下さい。
 ４． 締 切 日　：  演題申込　　　　平成 29 年 11 月 20 日
       抄録原稿　　　　平成 29 年 12 月 20 日
       発表用ファイル　平成 29 年 11 月 20 日 　
 ５． 送 付 先　：  学 会 事 務 局　準備委員長　山　下　勇　司（自宅）
   　 住　所　〒 350-1112  埼玉県川越市上野田町 59-27　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話  　049 － 241 － 7657　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail　koedo-yama-yu@jcom.zaq.ne.jp_
　　　　　　　　　　　　　
※  お問い合わせ等は、業務の都合上、出来るだけＦＡＸまたはＥメールでお願い致します。
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日　　　時　平成 2 9 年 9 月 3 0 日（土）・1 0 月１日（日）
会　　　場　福島市市民会館　３０１号室　研修室
　　　　　　〒 960-8021　福島市霞町１番５２号
学　会　費　会員 3000 円　　会員外 5000 円
特別講演１　テーマ　『不定愁訴に見る骨盤環の機能障害　構造医学とＡＫＡ治療』
　　　　　　講　師　　　　　　理学療法士　　佐 藤　啓 躬 先生
特別講演２　テーマ　『もっと知ってほしい補装具制度』
　　　　　　講　師　 福島県障がい者総合福祉センター身体障がい者福祉課　
　　　　　　　　　　　　　　　主任医療技師　本多　富士夫 先生
会員発表　　　６題
　　　　※　東北理学療法大会も併せて開催いたします
主　　　催　公益社団法人　全国病院理学療法協会　東北地方会
担　　　当　福島県支部
学　会　長　本多富士夫　準備委員長　星　辰雄
学会事務局　医療法人社団　日新会　入澤病院　理学療法室
　　　　　　  星　辰雄　TEL　0241-22-0267
交通アクセス東北新幹線　福島駅下車
　　　　福島交通：福島駅より市内循環バス「付属小学校前」停留所より徒歩 1 分

１．テ ー マ　　『　健康は正しい姿勢から　～生き活き人生～』
２．会　　期　　平成 29 年 11 月 5 日（日）
３．会　　場　　ハートフルスクエアーＧ（生涯学習センター） 大研修室
　　　　　　　〒 500-8521　岐阜市橋本町 1 丁目 10 番地 23　（ＪＲ岐阜駅構内東）
　　　　　　　TEL 058-268-1050
４．学 会 費　会員 3,000 円　会員外 5,000 円　 学生 無料
５．参加人数　120 名（予定）

（１）特別講演 　
　　　「高齢者における姿勢異常・腰痛に対する保存的・外科的対応」
　　　　　　　　　　岐阜市民病院　整形外科部長　宮本　敬 先生

（２）研修講演　「腰から下肢の統合療法」
　　　　　　　全国病院理学療法協会　副会長　三宅　健一郎 先生

（３）会員発表　10 ～ 12 題
６.  学　会　長　栗山　英　準備委員長　渡会　洋一
７.  学会事務局  つねだ整形外科・皮ふ科 リハビリテーション科
　　〒 508-0041　中津川市本町 4-2-15   電話：0573-65-5766　FAX 0573‐66‐3287
　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail：gakujuy2@yoichiw.enat.jp

第 58 回　東北理学療法研修学会　開催案内

第 55 回  中部理学療法学会  開催案内
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平成 29 年度　認定訪問マッサージ師講習会開催のご案内

　主　　催：マッサージ師等将来研究会　生涯・教育部会
　日　　時：Ⅰ　基礎
   平成 29 年 11 月 25 日（土）12：00 ～ 17：35
       11 月 26 日（日） 9：00 ～ 15：15
　　　　　　Ⅱ　実技
   平成 30 年 ２月３日（土）10：30 ～ 18：00
        ２月４日（日） 8：50 ～ 16：10
　会　　場：東京医療福祉専門学校
　　　　　　住所：東京都中央区八丁堀 1 － 11 － 11
　　　　　　連絡先：03 － 3551 － 5751（当日のみ）
　講習内容：基礎講義 14 単位　　実技講習 16 単位
　受 講 料：加盟団体会員 4 万円　非会員 8 万円
　定　　員：100 名（80 名以下の場合は中止とし、100 名以上の場合は抽選とする）
　募集期間：平成 29 年 7 月 18 日（9：00）～平成 29 年 8 月 18 日（17：00）
　認定証の交付：全単位を取得し、課題（３症例）を提出し、審査に合格した者に「認定
　　　　　　　　証」を交付する。なお、関係団体の会員には携帯用認定証を作製する。
　受講申し込み：受講申込書に必要事項を記入し、下記講習会事務局に直接送付してく
　　　　　　　　ださい。
　　　　　　　　受講が決定された方には、事務局より「受講票」が郵送されますので、　
　　　　　　　　必要事項を記入のうえ、受講料を納入した銀行振り込みの控えのコピー　
　　　　　　　　を受講票裏面に全面貼付し、下記の事務局までお送りください。
　　　　　　　　なお、抽選にもれた方にはその旨を通知させて頂きます。
　　　　　＊抽選結果は 9 月末までにはお知らせいたしますのでよろしくお願い致します。
　　　〒 360 － 0012　埼玉県熊谷市上之 1777 － 4
　　　（公社）　埼玉県鍼灸マッサージ師会「認定訪問マッサージ師事務局」宛
　　　　　　　ＴＥＬ：070-6454-9541（PHS）
　　　　　　　ＦＡＸ：048-525-3231
　　　　　　　メールアドレス：ninteihoumon@saitama-sams.or.jp
　　　　　　　
　問い合わせ：栁澤貞男　080-3387-5128
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